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午後６時５分開会  

○佐久間課長  皆さん、こんばんは。定刻を過ぎましたが、これから令和２年

度第１回世田谷区認知症施策評価委員会に係る部会を開催させていただきま

す。  

 本日は、お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。  

 私は、事務局の世田谷区高齢福祉部介護予防・地域支援課長の佐久間でござ

います。議事に入るまでの進行をさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。  

 なお、検討部会の委員であります西田委員につきましては、少し遅れると御

連絡が入っておりますので、御承知おきください。  

 それでは、委員会の開催に先立ち、中村副区長より御挨拶申し上げます。  

○中村副区長  皆さん、こんばんは。副区長の中村でございます。本日は、お

忙しい中、この世田谷区認知症施策評価委員会に、部会の委員として、またパ

ートナーとして、アドバイザーとして、お時間をいただきまして誠にありがと

うございます。  

 御案内のとおり、世田谷区認知症とともに生きる希望条例ですけれども、こ

の特徴として従来の認知症観、もう認知症になったら分からなくなってしまう

んじゃないかという認知症観を転換して、希望を持つ前向きな認知症観への転

換を図るということ、また、認知症御本人の意思と権利の尊重を基本として、

私の希望ファイルを推進しながら認知症に備えるということを特徴として全国

に発信しましたところ、多くの高い評価と広く共感を得ているものと思ってい

ます。この間、条例の制定に御協力いただいた皆様に、本当に感謝を申し上げ

ます。  

 何より、ここで終わりでなくて、この条例を実効性があるものにするには、

この計画づくりが大事だと認識しております。本日はこの計画であります認知

症とともに生きる希望計画について、様々なお立場から忌憚のない御意見をい

ただいてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

 以上です。  

○佐久間課長  続きまして、本日の配付資料の御説明を申し上げます。  

  

≪資料確認≫  

 

 続きまして、本日の部会の設置について御説明申し上げます。  

 12月３日に開催しました令和２年度第１回世田谷区認知症施策評価委員会で

御説明しましたとおり、世田谷区認知症とともに生きる希望条例第 18条第１項

の規定に基づく世田谷区認知症施策評価委員会に係る部会を設置いたします。
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部会の委員は、世田谷区認知症とともに生きる希望条例施行規則第９条第２項

に基づき、委員長が指名する委員をもって組織といたします。  

 本日お集まりいただいております委員の皆様方につきましては、委員をお引

き受けいただきまして誠にありがとうございます。  

 また、本日は計画案の議論において、地域の実情に詳しい方にアドバイザー

として御出席いただいております。アドバイザーの方は、委員長より御推薦を

いただきました。アドバイザーの皆様、本日の参加をお引き受けいただきまし

て誠にありがとうございます。  

 それでは、委員の皆様の御紹介をさせていただきます。  

 御本人の長谷部泰司様でございます。  

 御本人、続いてＳ・さきこ様でございます。  

 部会委員長の、国際医療福祉大学大学院教授、大熊由紀子様でございます。  

 認知症介護研究・研修東京センター研究部部長、永田久美子様でございます。 

 三軒茶屋内科リハビリテーションクリニック院長、長谷川幹様でございます。 

 認知症カフェ多職種ケアネットワーク「せたカフェ」代表、福祉ジャーナリ

スト、中澤まゆみ様でございます。  

 認知症在宅生活サポートセンター代表、遠矢純一郎様でございます。  

 また、公益財団法人東京都医学総合研究所社会健康医学研究センター長の西

田淳志先生も後ほどご参加の予定となっております。  

 以上８名が委員の皆様でございます。  

 ほか、パートナーとして長谷部委員のパートナーで工藤幸子様、鈴井章子様、 

 Ｓ・さきこ委員のパートナーであられる小林真理子様、蓮見早苗様に御出席

いただいております。  

 次に、アドバイザーの方を御紹介させていただきます。  

 社会福祉法人世田谷ボランティア協会理事、和田敏子様でございます。  

 市民活動団体「ＺＵＴＴＯ－ＫＯＫＯ」代表、岩瀬はるみ様でございます。  

 なお、先ほど御紹介させていただきましたが、用賀あんしんすこやかセンタ

ー管理者、蓮見早苗様が、Ｓ・さきこ委員のパートナーとして兼務で御出席い

ただいております。  

 どうぞよろしくお願いいたします。  

 次に、本部会に関する情報公開について御説明します。  

 本部会の透明性や区民への情報公開の担保のため、また、世田谷区附属機関

の設置運営に関する要綱に定めておりますとおり、本部会は公開とし、議事録

及び資料については、会議後に概要版の議事録を作成し、皆様に御確認いただ

いた後に公開をする予定となっております。議事録の公開については、 12月３

日に開催しました令和２年度第１回世田谷区認知症施策評価委員会で委員の皆
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様より御了解が得られましたとおり、本部会においても、発言された委員名、

アドバイザー名、発言内容について、基本、全言のまま公開とする扱いとした

いと思いますが、皆様よろしいでしょうか。  

〔  異議なし  〕  

○佐久間課長  それでは、そのような扱いで取扱いをさせていただきます。  

○大熊委員長  それと、概要ではなくて、その御発言のままということでよろ

しくお願いします。  

○佐久間課長  分かりました。では、全言というような形で、議事録を公開す

る予定とさせていただきます。  

 ここからは議事に入りますので、大熊委員長に進行をお願いします。よろし

くお願いいたします。  

○大熊委員長  議事に入らせていただきます。希望条例についてですが、事務

局から御説明いただく前にこの冊子を委員、アドバイザーに送っていただきま

したので、たくさんの意見が寄せられておりまして、そのことについて少し皆

さんから御意見を伺いたいと思います。その主なものは、とても重要な、３年

間を縛るようなものなので、今日１日でおしまいにするのでは、とても責任が

持てないし、不安であるというような御意見で、「大熊委員長提供資料」にあり

ます目的と方針という基本のところについて、皆さんから御意見を一通り伺っ

ておきたいと思います。  

 では、永田さんからいかがでしょうか。  

○永田委員  よろしくお願いいたします。  

 やはり認知症施策は、非常にボリュームが多いので、今回の条例に沿った計

画として、何が特徴として、先ほど冒頭で副区長もおっしゃってくださったよ

うに、条例の理念を反映しつつ、この計画の中では、考え方の部分で、理念そ

のものだけが書かれていたのですが、条例と同じように理念だけを書いていて

も、副区長がおっしゃったように、それを実効性あるものに、計画でどのよう

に展開するか、がないと計画にならないと思いますので、ぜひ理念と同時に、

条例をどういう方針で進めていくのかということも明確に書き入れながら、そ

れを３年間かけながら、どのように展開していくのか、３年間の中での取組み

のステップと同時に、皆さん合意されるんじゃないかと思うんですが、３年間

では実現は多分道半ばで、条例ができた意味は、中長期に展開していくという

ことが大きな意味だと思いますので、ぜひ中長期に向けての考え方と同時に、

その第１期として、この３年間の計画があるという位置づけを明確にしていく

と、読まれた区民も、その場その場でやるというよりも、この条例が実現する

ために、みんなで中長期の視点を持って取り組んでいく、その最初の、今、第

１期としてこの３年間のこういう計画があるんだというような、全体的な今後
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の進み方の道しるべになる点をしっかりと書き込む必要があると感じました。  

 あと、参考資料としてもつけたのは、これはもう 11月の段階で何段階か事前

打合せの中で出してあったものを、今回も少しさらに大熊委員長が補強して出

してくださったと思うんですが、今この「大熊委員長提供資料」１枚目で、目

的と方針というものが、単に施策を羅列的にこなすというよりも、条例の実現

に向けて、どういう方針で取り組んでいくのかを、しっかりと考え方に盛り込

んでいただきたいと思いました。  

 あと、方針についてはここに①から④、そして、全てのことを、本人参画で

本人とともにという、この全部で５つの方針をしっかりと示しながら、計画の

全編を通じて、この方針に基づいて、計画をつくっていくことが、世田谷らし

さを出していくことにつながると考えました。  

 また時間があったら、もっとお伝えしていきたいと思いますが、特に、もう

１枚めくると、これは事前にお送りくださった、認知症施策評価委員会のとき

にも出ていた図かと思うのですが、条例が制定される前に出されていた図だと

思います。あんしんすこやかセンター、地域包括支援センターをベースにして

というか、日常生活圏域を大切にしてという、これは非常に重要な点だとは思

いますが、せっかくの条例ができたのに、その条例の重要な点が反映されてい

ない。例えば本人の集まりの本人参画ということですとか、今回いろいろ出て

きている備えの点とか、いろいろな立場の人が参画ということなども含めて、

この図は少し条例に沿って変えないと、条例をつくった意味がないんじゃない

かと非常に懸念したところです。  

 特に、今日は早く来れたので、置いてくださったこの第８期世田谷区高齢者

保健福祉計画・介護保険事業計画を見ておりましたら、 15ページに、地域包括

ケアシステムのイメージ図として、こういう形はあっていいと思うのですが、

認知症の計画としては、このままでは、じゃあ、具体的にどうするんだという

ことが、この図からは見えてこない。計画の中に入れるイメージ図でしたら、

条例に掲げられた理念とか具体的な柱の部分をどういうフォーメーションでつ

くり上げていくかという、そのイメージがないと、計画としては絵に描いた餅

になってしまうという面があるのではないかと思います。  

 そうした面で、「大熊委員長提供資料」の３枚目に、これも先月から少しずつ

提案として、区にも出した図ですが、認知症在宅生活サポートセンターと５総

合支所、 28日常生活圏域、そういう区と支所と日常生活圏域という左側の、区

が推進していらっしゃる三層構造を基盤にしつつも、この条例に基づく計画で

重要な骨子になっている４つの重点的な項目を、誰が、どのように、どう進め

ていくのかを、具体的に計画化したプロジェクトチームをしっかりと置きなが

ら、区の地域とともに協働で進めていくというような推進体制をしっかり示す
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ことで、この条例に基づく計画が非常に具体的になって、実効性を伴うものに

なっていくのではないかと思います。  

 考え方の部分と、特徴の部分、推進体制に絡むところ、こういう骨格を決め

ないと、今までと同じ施策のメニューみたいになってしまう。そうではなくて、

条例に基づいて実効性のあるものにどうしていくのかを、計画の中にぜひ書き

込んでいく必要があると考えました。  

 主な点は、その辺りです。  

○大熊委員長  ありがとうございます。  

 あらかじめお送りした、この３枚つづりのものを資料にしていただいてあり

がとうございます。  

 この中で２枚目の、この条例ができる前にあった既存のものではなく、例え

ば３枚目にある＜推進体制のイメージ（案）＞を御提案しているわけですが、

それは前回からそうですが、これについて御意見は、区側からありましたら、

お聞かせいただきたいと思います。これはなかなかいいねと言ってもらうとい

いんですけれども、どうでしょうか。  

○佐久間課長  そうですね、確かに先生御指摘のとおり、しっかりと推進体制

を組んでやっていくということを見せていくというところについて、そのとお

りだと思います。  

 ただ、認知症在宅生活サポートセンターと介護予防・地域支援課が中心的に

施策を回していかなければなりませんので、認知症在宅生活サポートセンター

と介護予防・地域支援課が車の両輪となって、例えば４つのプロジェクトをう

まく回せるような形でやっていければと考えております。  

 この４つの焦点テーマがばらばらにではなく、相互に連絡を取りながら、ま

た、連絡を密にして施策に反映できたらと考えております。  

 ただ、条例上は、施策は区で進めていくというような形になっておりまして、

その進めたものについて、認知症施策評価委員会にて委員の皆様に御意見を聞

きながら評価検証をしていただくとなっておりますので、図として、またこの

３枚目の図をそのままというところは難しいとは思いますが、こちらを参考に

しながら、皆様にお示しできるような図の形に、事務局でも整えていけたらと

考えております。以上です。  

○大熊委員長  打合せのときに佐久間さんから、認知症施策評価委員会の下に

プロジェクトチームがあるということは少し違うのではないかというお話があ

ったので、そうではなくて、これは横のつながりであって、区長の直轄という

のがこの図であると申し上げましたところ、その区長直轄というのが、ちょっ

となじまないというような御意見をいただいたんですが、この点に、永田さん、

いかがですか。  
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○永田委員  今おっしゃった、区が推進の進行管理をされたり、回していくの

は、もう当然の大事な役割だと思うんですが、計画というのは、誰が実際に実

現を図っていくのか、例えば私の希望ファイルをどう活かして展開していくと

か、地域ごとに、本人の声をしっかり聞くような場を、誰が、どこで具体的に

つくりながら浸透を図っていくかとか、言いっ放しじゃなくて、本人の声を基

に、地域で暮らすアクションを起こしていくとか、それをどういう体制で具体

化していくかという計画の図がないと、もちろん進行管理は区の担当者だけれ

ども、そういうことをしっかりと進めていくフォーメーションを計画に書かな

いと、今までの、どうしても認知症だけじゃなくて、介護保険全般の、地域包

括支援センタ－がいて、そこでいろいろなものが流れていくけれども、実働す

る計画とかフォーメーションがないと、もう多分現場は手一杯だし、この条例

でどんなに計画の項目が出ても、それを実際に浸透させたり、動かしたり、そ

して本人にとって役に立つ地域づくりになるというものができるには、それを

生み出すメカニズムをどうするかが、もう 20年、この介護保険、認知症施策が

始まってからずっと課題になっていることは、その絵はいいけれども、絵を実

際に動かして、３年後に評価したときに、本当に、条例の目指していることに

沿ったアウトカム、何を何回やったではなくて、希望を持って生きる本人がど

れだけ増えていくかとか、地域でつながって、多様な立場の人たちが一緒に、

希望を持って生きる地域をつくっているという本当のアウトカムがどのぐらい

出たかが問われるわけで、そういうものをどうやってつくり出すかというメカ

ニズムとかフォーメーションを計画に入れないと、絶対に絵に描いた餅になる

ということが、ずっと施策の課題だったところなので、せっかく希望条例がで

きたので、そういうことをどうしていったらいいか。  

 今の限られた時間では、細かくは書けないし、こんな細かく書くと、逆に縛

ってしまう面もあるので、少なくとも計画の中では、どういうことをこれから

一緒につくっていくのかを、区民も、専門職も、いろいろな人が一緒に、この

図を見れば「ああ、私たちも参画して一緒につくっていくんだ」、診断を受けた

ばかりの本人も、診断を受けて落ち込んでいないで、「この図の中のここでこう

やって一緒に、自分たちも声を出したり、まちをつくろう」ということを、み

んなが一目で分かるような計画の見取図をつくると、今後広がりやすいんじゃ

ないかなと考えました。  

 それをどうか区だけで頑張って担わないようにというか、区と認知症在宅生

活サポートセンターだけで頑張ってやるというよりも、区と認知症在宅生活サ

ポートセンターは大事なかじ取り役というか、本当に大事な中枢で、実際、そ

こを大事にしながら、どこが動いていくかの、参加と協働がとても大事な条例

の方針だと思うので、参加と協働のメカニズムを生み出すためのフォーメーシ
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ョンとしてプロジェクトみたいなものを位置づけておくと、多分、世田谷とい

うとてもいい土地柄で、プロジェクトに賛同して力を出す人たちがいっぱいお

られると思いますので、ぜひそういうものを計画の中で位置づけていただける

と、今後の３年間が非常に大きく発展すると考えました。  

  

○大熊委員長  とても大事なことで、区民がみんな、これは私たちのものだと

言って参画していく、何か区から役人が来て説教するので、それでやりましょ

うというのじゃないほうが広がりがあるとは思うんですが、いかがでございま

しょうか。  

○佐久間課長  おっしゃられていることは全くそのとおりだと思います。やは

り認知症を、暮らしを支えていくのは、行政だけで支えられませんので、認知

症サポーターとか、パートナーさんとか、地域の認知症カフェとか、皆さんで

この４つのプロジェクトに参加していただかないと、この認知症条例が浸透し

ていかないと考えておりますので、そういうところも含めて、御提案のあった

ところは記載をさせていただければと考えております。  

○大熊委員長  ありがとうございます。  

 では、ほかの先生方も、こういうものを含めて、どうも様子では、この１回

でおしまいにして、次のステップへとお考えらしいと。その理由は、御提案申

し上げた今井さんがメンバーに入っていないので、これが何回も行われるのだ

ったら、御推薦申し上げた、今井さんがこのリストに入っているはずなのに入

っていないということは、もう今日これでおしまいなのかしらという心配が出

てまいりまして、特に長谷川先生などは、もう「１月になってからも、俺、出

るから、もっとこの部会を開いてほしい」とおっしゃっているのですが、いか

がでしょうか、順番で長谷川先生。  

○長谷川委員  それは、先ほど総論的なところを言われたんですが、僕はもう

ちょっと落とし込んで、具体的に幾つかあります。副区長が述べられている内

容は今までと変わってきたという感じです。僕は敬意を表したいと思っていま

す。  

 この条例が、御本人に参画してもらって、マスメディアが物すごく取り上げ

てくれて、反響もあったと。これは、希望という言葉もそうでしょうけれども、

御本人の長谷部様、Ｓ・さきこさんを含めて、いろいろな人たちがたくさん応

援してくれてきているということの評価は、世の中には高かったという僕の推

測です。そうすると、シンポジウムもそうですよね。  

 僕の中では、御本人の参画と、最初のところで「御本人とともに」とありま

すよね。全てのことを本人参画で本人とともに、これがキーだと思っているん

です。  
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 そして、一緒にやっていると、認知症観が変わると言っているのは、私自身

も含めてです。ここにいる委員の皆様を含めて、認知症観が変わるか、変わら

ないかがキーだと僕は思っています。  

 僕も専門家という形で言われていますが、僕自身も変わっていくのかどうか

がキーだろうと。  

 それは御本人との話の中でいろいろなことを学ぶということです。  

 認知症観は区民がという漠然とではなくて、関わる私たちも含めて変われる

かどうかがキーだということです。  

 そういう意味で、長谷部さんと、Ｓ・さきこさん、ぜひいろいろな意味で教

えていただきたいというのが私のメッセージです。  

 もう一つは、認知症在宅生活サポートセンターとあんしんすこやかセンター

との関係が僕は気になっていて、認知症在宅生活サポートセンターという名称

ですから、認知症にある程度特化していると思うんです。あんしんすこやかセ

ンターから、いろいろな情報が入ってくるから、そこでまとめると、いろいろ

な違いとか、いろいろなことは分かるということは重要で、そこでまとめてい

く。  

 ただし、あんしんすこやかセンターは 28地区に密着していますから、この関

係は双方向の関係なんです。あんしんすこやかセンターの情報が認知症に特化

した認知症在宅生活サポートセンターに行って、それを全区的に分析し、それ

をあんしんすこやかセンターに渡す。だけど、現実には、現場の情報は、 28地

区から来るわけです。だから、行ったり来たりする中で高め合っていくという

ようなイメージがないと、一方通行ではないという意識が必要と思っています。 

 ですから、行政も、いろいろなことの仕組み、認知症観だけじゃなくて、お

互いの関係性の「観」も変わってくると僕は認識しています。  

 その辺りをイメージしながら、この作図をすると、本人を周りが囲んで支援

するというイメージは、否定するわけじゃないけれども、逆に本人から発信し

ていくことをどのようにイメージ図で出すのか。そういう意味では、お互いが

学ぶこともあるということを、どうメッセージとして送るか。  

 僕は図がよく分からないが、お互いが関係性をこれから変えていくんだと思

います。認知症観もそうだけれども、いろいろな関係で変えていくんだという

ことを基本的に考えていったらどうかなというのが私の提案です。  

○大熊委員長  ありがとうございました。そういう意味では、もうバツがつい

て、この資料では、これはお釈迦にすると言っていらっしゃいますが、この矢

印が上から下という、これは厚生労働省のいろいろな図でも、よくあるんです

が、そうではなくね。  

 なので、こちらの我々の提案している、両方向ということがとても大事で、
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それを計画の中にも、うんと盛り込んでいかないといけないかなと思っており

ます。  

 西田先生、今、１項目ずつを検討するのではなくて、まず基本的なことにつ

いて、皆さんに御意見を伺っているところです。後で順番にしますので。  

 では、遠矢先生はどうでしょうか。  

○遠矢委員  そうですね、一応認知症在宅生活サポートセンターの立場から少

しこのイメージ図等を見て感じたことですが、このプロジェクト、重点項目が

４つに分かれていて、情報発信、本人発信、希望ファイル、地域アクション、

一方で認知症施策の体系、この資料２の 31ページにある体系には、全部で５つ

に分かれていて、５つ目が「暮らしと支えあいの継続の推進」というところに

あるんですが、これが、そのプロジェクトは４つで、この体系が５つに分かれ

ているというところが、どうしてだったかなというのは、もう１回確認したい

なと思いました。  

 というのも、暮らしと支えあいの継続の中には初期集中支援チーム事業とか、

権利擁護の話とか、消費者被害とか、認知症カフェの整備とか、専門職の質の

向上みたいなところで、認知症在宅生活サポートセンターが担っている部分も

かなり多くありまして、この辺りがどのように、そのプロジェクトとの兼ね合

いで位置づけられるのかなというところ、ひょっとすると、この暮らしと支え

あいの継続も、重点項目として、プロジェクト５に位置づけるべきなのか、あ

るいはもう既にこの４つの中にちりばめられているというニュアンスなのか、

その辺りを確認したいなと思いました。  

○大熊委員長  それはお考えになっていらっしゃいますか。  

○佐久間課長  こちらで皆さんの御意見を伺って、この体系図は５つに分けさ

せていただきましたが、今回の焦点テーマ、重点項目としては４つに分けてお

ります。  

 ①認知症観の転換、②本人の発信・参加、③みんなが「備える」「私の希望フ

ァイル」、④希望と権利・人権が大切にされ、支えあい暮らしやすい地域をとも

につくるというような形で、この４番目の「地域をともにつくる」というとこ

ろが、施策の（４）の地域づくりの推進と施策の（５）の暮らしと支えあいの

継続の推進、こちらを束ねているというような形になっております。  

 それに呼応するような形で、このプロジェクトチームを４つに分けているも

のと思います。以上でございます。  

○大熊委員長  それで御納得いきましたか。  

○遠矢委員  はい。  

○大熊委員長  では、順番で、中澤まゆみさん、お願いします。各論に入る前

に大づかみなお話を。  
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○中澤委員  この図もそうですが、このもともとの図、地域包括ケアの図、全

体的に高齢福祉に視点が当たり過ぎているんじゃないかと思うんですね。担当

課が介護予防なので、どうしても高齢者が中心になってしまうと思うんですが、

認知症というのは、私は中途障害の一つだと思っていますので、そういう意味

では子どもさんも関わりがあるし、障害者も関係があるしということで、それ

は認知症に対する認識を改めるためにも、やはり全世代的な、いろいろな世代、

いろいろなエリアの人たちと関わっていかなきゃいけないと思うんですね。  

 だから、そういった視点を全体的に持っていただきたいということがありま

す。意識を変えていくというのは、とても大きなダイナミズムが必要なんです

ね。これは高齢者だけではできません。だから世田谷の本当にいろいろな、さ

っき永田さんがおっしゃいましたが、私、居場所サミットなんてやっているの

でよく分かるんですが、本当にいろんな力があります。その力をちゃんと使っ

てやっていかないともったいないし、認知症はまちづくりにつながると思うの

で、その観点は持っていかないと、これは全然新しいものにならないです。今

までのものをなぞったようなものになっているのが、とても残念だなという雰

囲気がしています。  

○大熊委員長  それでは、岩瀬さん、お願いいたします。  

○岩瀬アドバイザー  私は地域で認知症カフェとか家族支援の場を開いている

ので、一番地域住民とか一般の区民の立場に近いと思うんですが、区のこの総

合的な推進のイメージは、いつものありきたりの図よね、という感じで、これ

だと、私たちが本当に一緒にやるような感じがあまりピンとこないんですよね。 

 そして、介護、予防、医療、住まい、生活支援と、これをいつものパターン

で、何かこの予防が入っているのも、とても気になったりするので、それに比

べて、やはり３枚目のこの図は、何か自分たちも一緒にできるかなという、そ

れにはやはり本人を中心にしていろいろ動いていく、先ほど長谷川先生がおっ

しゃったんですが、私も認知症カフェをやっていて、非常に本人から学ぶこと

は物すごくあるんですね。  

 実はこんな活動をしているくせに、意外と、まだ思い込みがあったりする部

分を、御本人と一緒に活動しながら、御本人の声を聞いたりすることによって、

意識が変わっていくんですよ。だから、やはり本人を中心にした計画イメージ

図みたいのが大事かなと思います。  

○大熊委員長  では、一わたり伺おうと思います。和田さんはどうでしょうか。 

○和田アドバイザー  私は、ここで当事者の方といつも一緒にいるという立場

でお話をさせていただきたく、参加しました。  

 今まで皆様が言ってくださったことに、さらに同じようになりますが、この

認知症施策の総合的な推進のイメージ図では、やはりアクション、何か行動を
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起こすというような図にはなっていなく、本人を中心にいろいろなことがある

のは、長谷川先生もおっしゃられたように決して間違いではないんですが、で

は、本人が動くためには、先ほどの永田さんの言葉を借りれば、どのようなフ

ォーメーションをつくるのかということが希望につながるのではないかなと思

っています。  

 希望条例ということで行くのであれば、御本人の希望、それから私たちにも

ある希望、それから、今さっき中澤さんからもお話があったように、区民や住

民、市民に広く希望が持てるような、そういうことが認知症のこれまでのイメ

ージや先入観や差別や区別や、いろいろなことを少し変えられるのではないか、

まず第一番に何か行動を起こせるようなイメージ図があることが、分かりやす

さの一歩かなと思っています。  

○大熊委員長  ありがとうございました。今、本人を中心に、本人から発信し

てというところで、では、さきこさん、どうでしょう。これを御覧になったり、

こういう計画づくりをしていく上で大事だなあと思っていらっしゃることはど

んなことでしょうか。  

○Ｓ・さきこ委員  そんな大きなこと、まだ考えていないです。何と言ったら

いいかしら。  

○小林氏  計画をどう感じますか。  

○Ｓ・さきこ委員  ちょっと今、まだ頭の中で整理がついていないので、うま

く言葉が言えないので、ただ、考える時間があれば、またもうちょっとまとも

なことが言えるかもしれないですが、取りあえず、本当に、私は、母が同じ認

知症で、自分がまさかなる予定はなかったのが、なってしまって、あの頃の区

の母に対するいろいろな施策と、今の私に対してのいろいろな区の施策だと、

随分と改善されてきていることは、感じるものがたくさんあります。だから、

本当にそういうものを、もっともっとよりよく改善されて、もっと、特別視で

見られるんじゃなくて、そういう人たちが普通の人の中に入っても困らないよ

うな社会ができてきたらいいなというのは、やはりこの病気になってみて感じ

ることです。  

 何か認知症と言うと、「あっ、あのちょっとぼけたおばさん」みたいな、そう

いう考え方じゃなくて、こういう人たちだって、ちゃんと考えたり、作業をし

ていたり、一応できる範囲の枠の中で努力ができるということが、ぼけ防止に

もつながっていると私は今思っているんですね。だから、そういうのがみんな

に伝わってくれるといいなと。あの人は頭がおかしいという視点でなくてね。

やはり、そのように見れるような社会が成立したら、本当にすばらしいなとい

うのが私の今の思いです。  

○大熊委員長  ありがとうございました。認知症在宅生活サポートセンターの
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事務所に入っていくと、真正面に、さきこさんがおつくりになった木があって、

葉っぱがあって、あそこでみんな、しばしとどまって、「あっ、これは、さきこ

さんがつくったのよ」というような話になって、みんなの考え方も変わるので、

ありがたいと思っております。  

 それでは、蓮見さん、どうぞ。アドバイザー兼さきこさんのパートナーでも

あります。  

○パートナー兼アドバイザー蓮見氏  そうですね、さきこさんが見ても分かる

ような、さきこさんも皆さんも分かるように、もっと分かりやすくしていただ

いたほうがいいのかなと思うので、この推進のイメージ図を見ると、こちらは

いつも見るような地域包括ケアシステムの推進図のように見えました。ここに

認知症在宅生活サポートセンターが入ったというところがあるので、それだと

何となく分かりにくいかなということは思いました。  

 あと、この計画の全体のことを言うと、今まで行っていた、あんしんすこや

かセンターの事業計画みたいな感じで、事業の紹介になっているかなというの

は感じました。  

 そして、ほかのあんしんすこやかセンターの、ここの委員をやっていらっし

ゃる方にもちょっと、どう思いましたかと聴取してみたのですが、やはり「今

までやってきたことが記入されているねというような印象を受けました」とい

うことと、希望条例のほうを、認知症カフェで、詳しい方がいらっしゃって、

希望条例を読んだという区民の方がいた。それは「あれっ、これは今までやっ

てきたことを書かれていますよね」と御家族が言われたという話はされていま

したね。  

  

○大熊委員長  また本文に入ってからは、もう一度伺いたいと思います。  

 それでは、鈴井さん、どうぞ。  

○パートナー鈴井氏  このイメージ図について、中澤さんも、行政とか福祉と

かに偏っていると、ちょっと、もしかしたらニュアンス、違うように取ったか

もしれないんですが、私、関わった人たちは、例えば悪臭で、ごみ屋敷だった

んですが、コンビニエンスストアで発見されたり、それで警察とも、万引きと

かで関わることが多いのですが、生活安全課の課長さんとかも、認知症につい

て知りたいとか、もっと参加したいとかおっしゃっていて、だから、長谷部さ

んもカラオケに行ったり、介護以外のことを行っているのに何か医療と介護ば

かりに偏っていて、行政とかは、その方が生き生き社会で暮らすというところ

が、もっと明確になった方がいいかなということを感じました。  

 それは区の方にも出しているんですが、京都市営地下鉄の人などは、みんな

で認知症サポーター養成講座を受講してオレンジリングを取得したり、だから
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もっと、例えば、長谷部さんも、本当はもっと安心して行ければ出て行きたい

なというところも、自由に出かけられるようなものも必要かなと思うので。  

 あと、もちろんスーパーさんもそうだし、この日常生活圏というのが、もっ

と、例えば警察、消防署、商店街、公共機関とか、明確に、生き生きして、生

活全部、みんなで支えて、やっていただいたらいいかなと。もっとみんな、世

間の人たちは協力したがっているというところをお伝えしたかったので。  

○大熊委員長  ありがとうございました。区長も、全ての区の機関を一緒にと

言っておられるのですが、どうしても高齢福祉部でおつくりになると範囲が狭

くなってしまうところがありますので、その辺りを変える必要があるかなと思

いました。  

 それでは、長谷部さんはいかがでしょうか。  

○長谷部委員  よろしくお願いします。今までのお話からちょっと外れるかも

しれませんが、この資料２の 13ページが気になって、最初から何度も何度も読

み返しておるんですが、この中に、認知症になっても、医療・介護のサポート

を受けながら、「今までの暮らしが続けられる」というところに 41.6％とありま

すが、これは、僕は全く間違っているんじゃないかなと思います。  

 今までの暮らしはできないのが認知症というものなんですね。何でできない

かというと、認知症というものに対する理解がほとんどないからです。受ける

側が、これが認知症から発生した行動なのか、これが今までの長谷部泰司なの

かと。そこのところを割り切り方なんていうのはできるはずがないと、これを

読んで感じました。  

 それから２つ目の、認知症になると、身の回りのことはできなくなると書い

てありますが、これも全く違っていまして、身の回りのことなんか、私、全部

やっています。それでいてステージ２ぐらい行っているんですね。認知症とい

うのはそういうものではないんですね。  

 それから、３行目の、認知症は物事を記憶する力は低下するが、人としての

感情は残ると書いてありますが、むしろもの忘れについては非常に大きなダメ

ージを受けまして、そのもの忘れのダメージからどう抜け出すかというのが認

知症の人間の一番大きな仕事なんですね。  

 私も盛んにそれをやって、いろいろな本を今までより一生懸命読んだりして

いるんですが、とてもそんなことで追いつかないですね。  

 というふうに、読んでみて、別段批判しようとは思っていませんが、認知症

についてのイメージが、これが本当だとしたら、ここから直していく必要があ

るのではないかと、私は思いますね。最初の一歩が外れているんじゃないかと

いうのをちょっと感じましたので、この書類、一通り目を通したんですが、そ

の中で、ここの項目だけが大変気になりましたので、一言述べさせていただき
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ました。  

○大熊委員長  ありがとうございます。とても貴重なことを聞かせていただき

ました。  

 じゃあ、今度、西田さんに行きます。  

○西田委員  全体的な話というところだと思うんですが、この条例、そして、

それを実現するための計画は、何を目指すのかですが、今、さきこさんや長谷

部さんのお話にもありましたように、認知症のイメージをしっかり変えていく

という、認知症に関する区民の認識を変えていくということが大きな目標じゃ

ないかと思います。そのための、総合的なソーシャルアクション、それを計画

の中にどう落とし込むかだと思います。  

 そのためには、恐らく必要なプロセスがあると思いますし、必要なプロセス

をしっかりと積み上げていくことが、関与する人たちの主体性とか積極性を引

き出すものだと思います。そういう機会をいかにこの計画の中でしっかりと保

障していくのか、準備していくのか、担保していくのかが重要ではないかと思

っています。  

 その観点でいきますと、お配りいただいた計画策定のスケジュール案ですが、

今日は 21日の部会ですが、令和３年１月上旬には計画案のまとめとなっていま

す。今日は恐らく、こうした議論を踏まえて、重点項目なり焦点テーマについ

ての、一定回数も必要でしょうし、議論も必要でしょうから、そういう仕掛け

に関する議論をしっかりして、まず計画に落とし込むというプロセスがないと

いうことが、なかなか難しいスタートではないかと感じております。  

 そういう計画の段階でパーフェクトな設計図を書くことは難しいので、ここ

にも書いてありますが、ランニングチェンジですね、やりながら、しっかりと

修正をしながらつくり上げていく、そのための体制とか、機会の確保をいかに

計画の中で保障するのかを、今日また議論する時間があればとは思います。  

○大熊委員長  ありがとうございました。  

 今、皆様の話を聞いていると、とても今日中にこれをみんなで認めて、一丁

上がりとはならないんじゃないかなと、つくづく思っているんですが、どうし

てもデッドラインがあるようで、それまでの間に、この部会を何回か余分に開

いて―あっ、どうぞ、今の話に関連してでしょうか。  

○パートナー小林氏  すみません、全体の枠ということで、一番基本的な枠が、

やはり、長谷部さんもおっしゃったのですが、ちょっとずれているかなという

のがあって、認知症にはいろいろなレベルがあるし、いろいろな人があるし、

タイプもあるし、みんな一遍にこうですというのはとても難しいと思うんです。 

 ただ、ここの資料２の 13ページ、「⑧認知症のイメージ」の項目３番目に書い

てあるみたいに、感情とか、喜怒哀楽とか、気持ちとかいうのは、むしろ変わ
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らなくて当たり前で、変わるのは、いろいろ不便なことができてくるというと

ころだと思うんですね。  

 そして、それをどうやって支えるかというのが、この全体の会議の内容であ

ってほしいし、スタートがちょっと違うかな。  

 そして、それを、さっき長谷部さんのパートナーである鈴井さんがおっしゃ

ったことが、私はすごく同感できて、この認知症在宅生活サポートセンターと

か、まちづくりセンターとかはすばらしいと思うんですよ、もう本当に、母の

頃に比べたら物すごくすばらしく機能していて、それは本当に分かっているん

です。  

 でも、もしこれからこういうのをつくるのであって、世田谷らしいものを、

世田谷区全体の人が理解するようにというならば、やはりもっと広げて、例え

ば、せっかく社会福祉協議会もあれば、町会も、世田谷にはまだ十分たくさん

ありますし、それから商店街とか、いろいろなものがありますよね。  

 なので、これは老人とか認知症だけの問題ではなくて、いじめだったり、夜

歩いている人が逃げるとか、子どもたちがいじめられたときに駆け込むところ

が必要だとか、変な人に襲われたときに逃げるのと一緒で、いろいろなところ

に、駆け込み寺じゃないけれども、ステッカーでも貼って、いつでもどうぞみ

たいな商店街だったりと。  

 それから、実際、私の母の頃でも一番役に立ったのは実は交番です。母には

プレートみたいなものに私の電話番号をつけて持たせていたんですが、自由に

家から出ていきますから、私の家に来ようと思って、迷子になって、ふらふら

していると、いろいろな人が拾ってくれて、交番に届けてくれるんですよ。す

ると、交番から電話がプレートに書いてあるので、電話番号を見て、かけてく

ださって、迎えに行ったことが何度もあります。  

 そういう一番最初に分からなくなるのは、例えば、姉はこんなに元気で、ダ

ンスも自由に踊れるし、すごく元気なんですが、やはりちょっと方向意識が急

に落ちてくるんです。そうすると迷子になったり、本当に小さなことなんです

よ。  

 そして、私の母は、もうすぐ七夕だからと言って、季節感のこととかはよく

分かるので、家で笹を切って、それを持ってタクシーに乗って、うちに持って

来ようと思ったけれども、家が分からない。それでさまよっているときに知ら

ない人に出会って、その方がとってもいい人だったから、携帯電話の使い方が

分からないので、その方がうちに電話をしてくださって、私が迎えに行けたこ

とがありました。  

 そういう、一般の人たち、周りの人たちが、どれだけ協力できるか、怖いも

のじゃなくて、お互いに助け合えるものなんだということを理解するか、それ
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から、さっきお話ししたように、商店街とか、駆け込めるようなお店とか、ス

ーパーでも、いろいろなところで、ちょっと分からなくなったときに気軽に聞

ける、それから教えてもらえる、今ここはどこなのだろうと思ったときに助け

てくれる、そういうささやかな助けで、認知症の軽度の方、元気な方たちは十

分暮らしていけるんですね。  

 だから、そういうもっと広い枠にしてほしくて、この安全安心、まちづくり

センターとか、認知症在宅生活サポートセンターはすばらしいんだけれども、

それだけじゃなくて、もっとみんなに声をかけて、このようにしてこうと、じ

ゃあ、みんなで入りやすいステッカーをつくろうとか、何でも声がけしていく

ようにしようとか、そうすることによって、恐らく認知症の人だけじゃなく、

本当にさっきお話しした子どもたちだったり、ちょっと後ろから追いかけられ

た怖い人とか、そういう人も気軽に入っていけるような、それは別に認知症だ

けじゃなくて、まちがよくなるんじゃないかな、安心になるんじゃないかなと

思います。  

 それから、人がみんな冷たくなったとか言うけれども、せっかく世田谷って、

こういう温かいところで、ほかとは大分違うと思うんですよ。世田谷ならでき

るんじゃないかというところもあって、そういうのを地盤からやってほしい。

そして、それは世田谷区じゃなきゃできないんです、区が関わらないと。  

 皆さん、いろいろな方がすごく一生懸命やってくださっているけれども、全

体の掛け声をかけられるのは、やはり世田谷区であり、警察を動かせるのは世

田谷区だと思うんです。  

 そして、例えば助けるためにステッカーが要るのか、あるいはみんながそう

いう何か、バッジをつけて、その裏を見ると、何か分かるようにしてあったり

とか、何かいろいろな工夫をしていけるんじゃないかな。そういう区とか、そ

ういう力があれば、そういうのを現実化していってほしいなというのが、認知

症ファミリーの願いです。  

 そして、私もそういうのがあったら、ちょっと道が分からなくなっても、散

歩に行けるかなとか、そういう小さな幸せをキープしていっていただけたらい

いなというのが願いです。  

○大熊委員長  ちょうど一回りして分かったことは、ちょっと範囲が縮こまっ

ているんではないかとか、非常に中核的な認知症観についても、これでは不十

分じゃないかというようなことが出てまいりましたが、ほかの市町村では、そ

の辺りは、永田さん、よく御存じですが、進め方について、例えば世田谷と始

終比べられる御坊市の場合は、どのようにこういう論議を進めていらっしゃる

んでしょうか。  

○永田委員  今おっしゃったことに関して言うと、さっきの推進のイメージ図
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の左側で、シンポジウムでもお伝えしたんですが、もちろん警察とか交通機関

も含めて、コンビニとか、この「大熊委員長提供資料」３枚目の推進体制のイ

メージ（案）の下のところに、ありとあらゆるところまでは全然行かないんで

すよね、本当にたくさんの、普通に暮らしている中で接点を持てる、本人が暮

らす目線に立つと、特別なものよりも、今までの暮らしの延長で、さっきの長

谷部さんだったら、カラオケとか、物すごく無数の大切な隣人がおられて、そ

ういうものと一緒にどうつくり出していけるかということをこのプロジェクト

を中心にして、地域単位でつながりながら、そこに、でも、そういうやり方は

実は今まで、もう 20年、認知症でもさんざんやられたんですが、結局、本人抜

きに、本人も加わっていても、どうしても周りが活動して、支援してあげる、

お世話してあげるという、それだけになってきたところが多くて、世田谷のオ

リジナリティーとしては、しっかりとこのプロジェクト２ .とあるように、本人

が発信して、本人が語ったり、参画をしたりする。  

 あと、そこで一過性じゃなくて、「私の希望ファイル」もしっかりと活かしな

がら、この先どうしていきたいかという、備えは、認知症にならないことでは

なく、なっても大丈夫なように備える、なってからだって、まだまだ先が長い、

認知症になってからも、この先に備えるというような、なっていない人も、な

った人こそ、うまく使いながら、よりよく生きるみたいな。  

 でも、それを考えるだけじゃなくて、さっき和田さんが言ったように、アク

ションがないと、絶対に一時期の盛り上がりになる。そうじゃなくて、やはり

１個１個本人の声を基にアクションを生み出せば、みんなのやりがいと、みん

なの希望に、アクションを通じて希望が生まれる、そういう状況だと思うので、

ぜひこの、先ほどから皆さんから出ていることを、結構もう大事なことを皆さ

んおっしゃっているから、それを盛り込む、素直に盛り込む計画にしていけば

いいんじゃないかなと思いました。  

 それで、先ほどの鈴井さんの御説明に関して、ほかのところでは、まさに地

域包括ケアと絡んで、ぜひ市役所横断的な取組みにしよう、それはまさに今、

小林さんがおっしゃった、行政ができることは、生活に関連するあらゆる部署

が区の組織にあるわけだから、区民とかにたくさんの人をと言うのと同時に、

それを牽引しているとか、それをいろいろな制度とか、いろいろな面で動かし

ている行政自体が、行政の中から変えていくということで、認知症の考え方と

か、認知症は関係ない、保健医療福祉に任せておけばいいんじゃなくて、全然

違う、公園整備課だって関係するし、全然違う部署、土木課だって関係してい

るしとか、もう全ての役所の関係の人が、この認知症の計画づくりのメンバー

に入って、それぞれの立場でできることがないか、一緒につながるとできるこ

とがないかという、先ほどおっしゃった様々の人たちが動けるための行政的な
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仕組みとか、行政的な後押しを整理して考えるというような、今日もいろいろ

出た分野横断的な計画を、より具体化するために、役所の内部もつながってと

いうような計画づくりをしているところが増えていると思います。  

○大熊委員長  まとめてみますと、まずこの計画は、範囲がちょっと狭いんじ

ゃないかとか、幾つかの問題点が出てきましたので、これは１回では収まらな

いような気がしておりますので、それはまた皆さんにもう一度伺うこととして、

今まで、全体についてのことをお話しいただきました。  

 それで、計画の概要について佐久間さんが説明してくださることになってい

るんですが、幸いなことに、ほとんどの方が、これをもう読んできてくださっ

ているので、改めて読み上げていただくのも時間がもったいないので、各自で

読まれて、ここのポイントは、自分の経験その他からは、もっとよくできるん

ではないかというようなことを、また長谷川幹さんから言っていただけますか。 

○長谷川委員  若干個別的なところです。例えば、僕は本人の側から見たとき

に、 14ページの、「計画策定の背景」の（３）課題の５、６行目、「認知症の人

の声を積極的に発信した」、これは認知症の人が発信しているのか、その声を聞

いた人が発信しているのかが曖昧だったかなと。  

成果のところですが、３年計画といっても、我々も意識改革をしていくとい

う過程の中で、当面１年ぐらいを重点的にやりながら、その先は自分たちの認

識が変わる可能性があるので、何か正確な成果を立てるのは、僕は難しいのか

なと、個人的に思っているわけです。  

 だから、そのあたりは正直に言ってもいいんじゃないかと。１年こうやって、

そして成果を確認して、反省したらどうかというようなことを僕は思っている

ので、成果の数値としては、例えば認知症サポーター養成講座、講演会とか、

「私の希望ファイル」の確認とか、そういうところに認知症の人がどれだけ参

画しているか。数値としては、それは分かりやすいかなと。  

 というのは、世田谷区には、介護保険の人口動態から行くと認知症の人は２

万人ぐらいいらっしゃるという話です。そして１％と言うと 200人ですね。２万

人の１％の、 200人の人が動いたらかなり変わる。  

 それは一気には難しいから、もう一つ下で 0.1％の、20人の方が、いろいろな

場面に出てこられたらかなり変わると思います。  

 だから、それは大きな数字じゃなくてもいいので、２桁でもいいのかなとか、

数値で言えばそういう感じがあっても……。  

 あと質のところは、先ほど長谷部さんとかが言われた、こういう内容が意識

改革できたかという項目が幾つか出ると変わっていくのかなと。  

 そこはもうちょっと分析する必要はあるけれども、その辺りの具体的なもの

が幾つか出てくれば、そこを逆に僕らも意識して関わるし、それが変わったの
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か、どういう評価をするか、微妙ですが、それは一つの目標になると、僕は思

います。  

○大熊委員長  ありがとうございました。  

 じゃあ、順番でいいですか、遠矢さん。  

○遠矢委員  ありがとうございます。またちょっと認知症在宅生活サポートセ

ンターの話に戻るんですが、これから様々な施策とかプロジェクトを具体的に

動かしていくのは、先ほどの話にも、介護予防・地域支援課と、認知症在宅生

活サポートセンターが両輪となって動かしていくというお話がありました。  

 そして実際、既に今、区がなさっている様々な取組み、認知症在宅生活サポ

ートセンターで認知症カフェの支援とか、認知症サポーター養成講座とか、家

族会の支援とか、あんしんすこやかセンターのバックアップとかをさせていた

だいています。  

 そして、実際に今担っている彼女たちからも、いろいろな声が聞こえてきま

す。この会はあまり皆さん参加なさらないとか、この会はすごく要請が多いの

だけれども、どうしても断らなきゃいけないぐらい、たくさん応募が来るとか、

その意味合いとか、もっと広げるべきところとかが肌感覚で分かっている人た

ちでもあります。  

 よって、今後この計画とか実行をうまく、実際の現場で実行している人たち

の声を聞きながら、ＰＤＣＡを回していくためには、この認知症在宅生活サポ

ートセンターのメンバーも、こういった会に顔を出して、そこで実際にやって

いる者としての意見とか声とかを届けていくべきなのではないかなと思ってお

ります。  

 実際、介護予防・地域支援課の方々は皆さん、ここに参加なさっていらっし

ゃるので、せっかくであれば認知症在宅生活サポートセンターの管理者の永野

たちも、具体的なその取組みの実況を報告する立場であるべきではないかと感

じています。以上です。  

○大熊委員長  まあ、これをやりなさい、あれをやりなさいと命ぜられるとい

うだけではなくて、もっと主体的に、地域に広がって動いていらっしゃるから、

それをどんどん出していただけるといいということですね。  

 じゃあ、中澤さん、いかがでしょうか。  

○中澤委員  私、文字を読むのには非常に慣れています。ところが、これを読

んだときに、すごく時間がかかったんですね。よく分からない、やはり伝えよ

うとする気持ちが非常にない計画だなと思ってしまったりします。  

 例えば、認知症バリアフリーだとか、希望ファイルとか、パートナー、チー

ムとか、いろいろな言葉がちりばめられているけれども、「じゃあ、それ何なの」

みたいなところが全然説明されていないとか、そういう言葉の定義から考え直
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す必要があるのかなと。  

 やはりこれは、区民にどうやって伝えるか、区民とどうやって一緒に動くか

ということをみんなで考えていく場だと思うんですね。  

 何かお困り事の解決をするんじゃないんです。それも一つあると思うんだけ

れども、どうしたら暮らしやすいまちをつくっていけるのか、やはりそこに持

っていかなきゃいけないので、そういう意味では本当に何か、もう少し時間を

かけて、言葉の意味から話し合う必要があるんじゃないかと思いました。  

○大熊委員長  ありがとうございました。もう新聞記者だったら、最初から読

み始めたら、最後まで読みたくなるような文章を書かなかったら、上役からす

ごく怒られるわけです。それは感情が揺り動かされるとか、新しい知らないこ

とが出てくるとかいうのでどんどん読み進むのだけれども、読んでいるうちに、

何か途中まででやめたくなっちゃうというのは、もう役所の文化で、仕方がな

いと諦めてしまいがちですが、そうではなくて、今度のこの計画は、区民と一

緒につくるのだったら、区民が読み始めたら、もうやめられないというような

感じにしてみる必要があるかなという気がします。  

 中澤さんが関わってくださって、条例についてのパンフレットをつくられま

したが、あれなんかもそういう一つなので、この希望計画という、希望に惹か

れて、開くと、何か役所用語がずらずらと並んでいて、眠くなっちゃうという

ところから、これは変えないといけないかなとなると、今日の皆さんのお話を

活かして、区で少し改良しましたというので、出来上がりで、区長と区議会に

説明というのでは、ちょっとそこの域には行かないんじゃないかと、さっきか

ら思っている次第です。それでは、岩瀬さん、どうぞ。  

○岩瀬アドバイザー  区民の私は、これを読んで、もう途中で嫌になって、非

常に読みにくいので、途中で眠くなると言うよりも、放り出したくなる感じで

した。何とか最後まで読んだけれども、何も頭に残らない。  

 それから、２回目も一生懸命読みましたが、それでもなかなか頭に入らない。

何とか自分の一番関わっている地域づくりの推進のところあたりをきちんと読

もうと思って、そこで感じたことがあるんですが、ここでパートナーの育成・

チームづくりという項目があったんです。  

 それで先ほど、さきこさんのパートナーの小林さんがおっしゃったことと関

連があるんですが、ここのパートナーの育成・チームづくりは、世田谷区独自

のパートナー及びチームの育成づくりですと書いてあって、認知症サポーター

養成講座のフォローアップ講座の受講生を活用してパートナーにしようという

ことですよね。  

 それは、もちろんとてもいい取組みだったんだけれども、今まで全く世田谷

区がやってこなかった取組みですよね。そして、認知症在宅生活サポートセン
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ターになって、初めてそういう取組みができてきた。  

 私は認知症サポーター養成講座にちょっと関わらせていただいているので、

その経緯はよく分かるんですが、この人たちだけがパートナーじゃないわけで

すよね。だから、先ほど小林さんがおっしゃったみたいに、自分が暮らしてい

る地域の人たち、商店街だったり、交番だったり、身近な暮らしの中にいる人

たち全員がパートナーになるべきですよね。  

 そういう認知症の方が暮らしやすい地域は、実は誰もが暮らしやすい地域、

障害の人も、子ども、若者世代も暮らしやすい地域なので、そういう地域づく

りをしていくためのパートナーをつくらなきゃいけないんじゃないかなと思い

ます。  

 そして、それはなかなか大変なことだとは思います。地域づくりの推進のた

めにと、多分、社会福祉協議会の管轄で、高齢者地区見守りネットワーク会議

というものに私もよく出ているんですが、毎回同じで、そこに出されたことを

ただ話して、ただやりましたということを実績にするだけで、その中に出てき

た問題とか、そういうものを、じゃあ、次回までにどのように評価して解決し

ましょうかとか、評価とか検証、仕組みは全くないんですね。申し訳ないけれ

ども、こんなものに出ていても意味がないじゃないと思ってしまうんです。  

 そして、区の方はそういうものに頼っているわけですよね。こういう地域づ

くりの推進は、地域のネットワークづくりとか、高齢者の見守りネットワーク

は、みんなそのように社会福祉協議会から町会とかにおろして、民生委員さん

たちが集まって話し合うのだけれども、こういうやり方をしていっても、全く

広がっていかないような気がするんです。  

 だから、先ほどから中澤さんもおっしゃっているような、子育て世代とか、

障害者の方たちとか、みんな横断的に関わり合いながら進めていく姿勢でない

と、従来どおりのやり方だったら全く意味がないと私は思います。  

 その辺りは、区もそうだし、私たちの地域団体とか、いろんなものが知恵を

出し合って工夫しながらやっていく必要があるんじゃないかなと思いました。  

○大熊委員長  では、和田さん、お願いいたします。  

○和田アドバイザー  全体を通してもそうですし、この希望計画に関しては、

今までの皆さんの御意見を反映させるのであれば、もう少し今までとは違った

イメージをお持ちいただかないと、そういう意味では、認知症のこと、私たち

の暮らしのこと、新しい希望条例ができたんだというところにイメージが、み

んなの気持ちが、みんなの関心が行かないのではないかと思います。  

 ついては、今も岩瀬さんが言っていただいたように、例えばサポーターとい

う言葉とパートナーという言葉と、この中にちりばめられてあるんですが、具

体的にはサポーターの意味、それからパートナーってということは、少し当事
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者の人も含めて、私たちも議論をして、この中にある言葉の整理も、きちんと

することが大事なのではないか、それが一歩かなというような気もします。  

○大熊委員長  条例では、いろいろ論議の末に、サポーターという言葉が出て

こないでパートナーになっている。それなのに、この計画になると、突如サポ

ーターというのが出てくるのも、読む人は違和感があるかもしれませんね。  

 それでは、さきこさん、読むのはちょっとしんどかったということも含めて、

どうぞ正直におっしゃってみてください。  

○Ｓ・さきこ委員  私、もともと文字を読むのが苦手なほうで、あんまりこの

中が、現在はすぐに理解できていない部分があるので、皆さんのお話を聞いて

いて、どうしたら自分が頑張って、一人で、誰にも、まあ、迷惑をかけないと

いうことはあり得ないと思いますが、限りなく自分の力で生きていくのに必要

なサポートが、区のほうで、一つでも多くできてくれたら、家族も、今は昔み

たいな世帯の多いおうちも少なくて、それこそ御両親と子どもで３人とか４人

がぎりぎりみたいな環境が多いわけですから、親を頼るにも限度があるとか、

いろいろと考えると、いかに自分が一人で、どうやって周りに迷惑をかけずに、

生きていくことができるような環境が、少しでも増えてくれたらありがたいな

というのが、今の私の正直な言葉です。  

 できる、できないは、そのときになってみなければ本当のところ分からない

んです。今一番できなくなったことは、記憶することができなくなった。だか

ら、文字を書くようにして、今まで手帳なんて持って歩いたこともないような

生き方でも、何とかこれるようなぐらい頭に残っていてくれたものが、今は、

「あっ、そう、分かった」と返事してから、向きを変えて３歩か４歩歩くと、

「あれ、今何を言われたかな」みたいなぐらい、ぽろんと抜けちゃうことがと

ても多いんです。それでやむなく手帳をつけなきゃとかいうふうになってきて

いるので、そのような現状が、人は外見で見ると、私、まだぴょんぴょん跳ね

回って元気なもので、こんなに壊れていると思っていない人もいらっしゃるん

です、実は。  

 実態を知っている、ごくごく周りの人たちは、まずいなと思って見ていると

ころもあったりなんかして、人に迷惑をかけないように一生懸命生きているつ

もりだけれども、やはり傷つけたり、迷惑がかかったりしているなということ

も感じ取ったりするので、私の希望は、何かその辺りのところが、うまく生き

ていける市民でありたいなというだけなんです。  

 だから、難しいことをあれこれ言われても、なかなか難しいんですが、迷惑

をかけないで、楽しく老後を生きられるような施策があるといいなと欲張りな

願望を持っております。  

 それで今は、脱線しますが、世田谷区でやってくださっている社交ダンスの
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講習会に行ってみて、自分がかつて若い頃やっていたことがあったので、どこ

までついていけるか分からないけれども、やってみようかなとか、そういうと

ころに行って、多少迷惑もかけていますが、何とか今まだくっついて、それに

参加してはいますが、そのように自分の中でやれるものを見つけて、少しでも

人に迷惑をかけないで頑張っていけるような環境が一つでも増えてくれること

が、私はやはり希望かなと思います。  

 実際、母が同じ病で、もっと重度になったときの状態を私は見ておりますの

で、まだ大丈夫と自分では分かるんですね。だから、一番注意していることは、

とにかく家を出るときに、出火を起こしちゃいけないから、火の元の確認は３

回ぐらいするとかね、そういう注意は、以前よりはいっぱいしていますが、何

か自分の中に、まだ大丈夫という気持ちがあるので、この大丈夫が少しでも長

く続けられるように、何か工夫していただけるとすごくありがたいなというの

が非常にささやかですが、お願いです。  

○大熊委員長  ありがとうございました。楽しいというキーワードも、希望と

同時にとても大事だなと思いながら伺っておりました。  

 では、蓮見さんにお願いいたします。  

○パートナー蓮見氏  皆さんと同じように、やはり言葉とかが、これを読むと、

意外と「あれ、なんか職員にはなじむ」というか、「あっ、どこかで見た計画だ

な」という感じで読めるんです。ただ、やはりそこは専門職というか、私たち

は関わっている職員だから分かるのだなということは思います。ですので、や

はり分かりやすく全体的に計画する必要があるなとは思います。  

 今、さきこさんがすごく「迷惑をかけてしまう、迷惑をかけてしまう」とお

っしゃったのがすごく印象に残りまして、そう思わせてしまっているのかな、

やはりなかなかそう感じさせてしまわないような、計画の中にそういうことが

盛り込まれるようになるといいかなというところでは、迷惑だと思わせないた

めのことが、認知症バリアフリーになるのかなと、今、感じました。  

 あと、意思決定というところでは、ちょっとほかのあんしんすこやかセンタ

ーの職員さんに聞いたのですが、資料２の 43ページにある意思決定支援という

ところが、内容的に、何かさらっと書かれていて、これはなかなか重要なとこ

ろなのになとおっしゃっていましたね。  

 あと、 51ページの認知症サポーター養成講座とか、あとは講演会の評価指標

では、回数で測っていただきたくないかなと思います。回数とか人数で、やっ

たことの評価ではなくて、やはり中身とか質が、なかなか私たちは評価されに

くいなとは思っているので、そういったところでは、すごく現場と、この計画

というか、三者連携とかも、分かっているようで、皆さん分かっていないとこ

ろがあったりするなと、この委員会に出ていても感じるので、そういったとこ
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ろがまだ浸透していないのだなと思うので、やはりもっと現場の声を発信して

いけるような体制にしていただきたいなとは思いました。  

○大熊委員長  ありがとうございました。今、回数と人数ということで思い出

したのですが、この中にも認知症サポーター養成講座が出てきますが、あれは、

もうその専門家の間ではとても評判の悪いものなんです。  

 なぜかというと、まず「脳のあちこちが死滅します」とか「そしてレビー小

体とアルツハイマーというものがありまして、それはこんなふうに悪くなりま

すよ」という絶望的なことが書いてあって、「さあ、皆さん、認知症のかわいそ

うな人を助けましょうね」という話になっているので、ある論文によりますと、

その講座に参加して、「とても勉強になったけれども、同時に認知症になるのが

怖くなった」というアンケート結果が出ているということで、怖くなっちゃっ

た人がどうやって助けられるのかと。  

 そして、そのいろいろな市町村の人が「ぜひ世田谷が先鞭をつけて、あの変

な認知症サポーター養成講座をひっくり返してください」などと、「あそこは区

長さんも先進的な人だし」とか励まされたりしているのですが、そのあたりも

ここにいろいろ、そのままの形で書かれているなという気がしております。  

 じゃあ、鈴井さん、どうぞ。  

○パートナー鈴井氏  私も、大熊委員長もおっしゃるように、この専門的なと

ころに特化すると、一般区民のところと言うんですかね、もっと広報というか、

あとちょっと余談ですが、総合支所の保健福祉課の方に希望条例の話をしたら、

全く御存知なくて、委員長から頂いた新聞を渡したら、それをみんなで回覧し

ますと言っていただいた感じで、やはり広報はすごく大事だし、それで、こち

らのアンケートにも書いたのですが、認知症の重い方も大事ですが、人生の終

わりじゃなくて、長谷部さんがよく「僕は不幸じゃない、幸せだ」とおっしゃ

る、その幸せを感じられるというところを、もうちょっと伝えるために、例え

ば今つくっていらっしゃる冊子も、もっと簡単にダウンロードできて、例えば

子どもが見ても分かりやすいようにと。  

 それで大牟田市は、道が分からなくなった高齢者を助けると言って、子ども

も巻き込んで、全部地域で練習をしたり、やはりみんなを巻き込むというとこ

ろが大事かなと思いました。  

 それで、この中身にもっと、例えば警察とはこういう連携をするとか、スー

パーさんとはこういう取り決めをするとか、何かそういうところを具体的なと

ころまで、例えば、ほかの地域では、 10時から 12時は高齢者安心時間というの

を設けているスーパーさんもあると聞いていますし、だから、もっと何かそう

いう法律とか介護とか、そういうところ以外も書いていただけると、盛り込ん

でいくといいのかなと思いました。  
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○大熊委員長  ありがとうございます。  

 じゃあ、長谷部さん、どうぞ。どこか気になるところがありましたらどうぞ。 

○長谷部委員  この内容を読ませていただいて、一言で言うと、難解なイメー

ジですね。だから、これを誰に読ませて、理解させて、どう行動させるのかは、

もう次のページが要るのでしょうね、きっとね。だから、出来上がり過ぎてい

るような感じがしますね。ですから、私は専門家ではないので、認知症の当事

者として、私が思っていることを申し上げますと、私は老人として自立すると

いうことだけを考えているだけです。  

 老人というのはもう外せませんから、じゃあ、自分はひとり暮らしをしなが

ら自立していくのだと。年金の中で、お金のことで迷惑をかけないで生活をし

ていく、これが一番大事なことですね。  

 そのもらえるお金の中で、自分がどう生活していくかを自分で計画するんだ

と。そのために、その年金を娘に預けているんですね。そうすると娘は、足り

なくなったら「お父さん、使い過ぎですよ」と言うだけなんですね。私のほう

は、自分の生活費が少なくなってきたら、やはり少しずつ節約する気持ちにな

ってきまして、多分今はそのお金の中で済んでいるんじゃないかと思っている

んですね。  

 お互いがお互いの責任を分担する、そこのところに親子の関係とか、老人の

生活、老人として自立するというものの芽が出てくるんじゃないかと思うんで

すね。  

 そういう老人として自立していくという中に、今日書いていただいた、この

認知症とともに生きる希望条例が、あまりにも広大過ぎて、これを現場に落と

すにはどうしたらいいんだというのは、さっきからずっと考えていたことなの

ですね。現場の当事者としてはそう思ったので、もう少し分かりやすく―も

うこれはこれでいいと思うんですよ、出来上がっていますのでね。それのペー

ジの、まあ、せめて五、六ページで、老人が読めるようなものをつくっていた

だけるとありがたいなと今感じております。   

○大熊委員長  とても貴重な御意見で、ありがとうございます。出来上がって

いなくて、今つくりつつあるのですから。  

 じゃあ、永田さん、どうぞ。  

○永田委員  １つちょっと確認なんですが、前半のところで認知症の人の人数、

計画の非常にベースになる大事な統計だと思うんですが、介護保険申請者の、

要介護認定の申請のうちの、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の人をもっ

て対象数にしていると思うんです。それは、かなりもう介護保険につながり始

めて、認知症がかなり本格化してこられた、非常に大事な人たちであるのは間

違いないですが、今ここからの条例として進んで力を入れるべきは、まさに今
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日の、さきこさんとか、長谷部さんとか、診断を受けても、まだまだ介護保険

等をあまり使わずに、自分の力でしっかりと、いろいろな地域の人たちととも

に前向きに暮らそうという、そこがすごく大事な、取り組む人たちなわけで、

それがどのぐらいいるかは、非常に今まで出しにくいと言われていたんだけれ

ども、厚生労働省でも５年以上前から推計値を出しているので、取り組み出し

ている地域としては、推計値を基に数を出し、そこから今、要介護認定で分か

っている数を引くと、今までの統計としてすっぽり水面下になっていたところ

が、ある程度浮かび上がると思いますので、ボリュームゾーン、どのくらいそ

の方たちが区内で暮らしているのかという概数でもない限り、計画は本当は立

たないんだと思うんですね。  

 そして、やっている自治体は、それを地域包括支援センター管轄単位に何人

ぐらいおられるかという、早めにつながって、むしろ支えるんじゃなくて、そ

の人たちの力を早めに借りて発信してもらえたり、その人たちから教えてもら

って、どう暮らしていったらいいかを教えてくれる層がどのぐらいいるのかみ

たいな数が見えてくると、非常にリアリティーが出てくる。  

 区全体だと大きくて、一瞬どうしていいのかと思うけれども、区ごとにとか、

本当に場合によっては、やっている地域だと、郵便番号でソートして、もっと

小さいエリア単位に、もちろん個人情報が分からない範囲の、でも、このエリ

アだとどのくらい、実は認知症かなという数がおられて、そういう人たちとど

のくらいつながれているのかという、そういうもっと人として一緒にやってい

けるためのベースの数があってもいいんじゃないかなと思いました。  

○大熊委員長  これは存在しなくて、お手上げなんでしょうかしら。それとも、

調べられるけれども、サボっているのか、どちらでしょうか。  

○永田委員  サボってはいない、今までは厚生労働省が認知症の人の数は、そ

の介護保険認定者の日常生活自立度Ⅱ以上の数を使うことが多かったから、市

町村もそれを踏襲してという出し方だったとは思いますが、それだと、もう施

策にすっぽり合わなくなっているんだということに気づき始めた自治体が、そ

の統計では、一部に、特に、せっかくの人たちの川下対策にしかならないとい

うことで、今、統計を変え始めているという、その過渡期だと思うので、ぜひ

世田谷は何か工夫してもらって、そんな立派な統計じゃなくてもいいので、国

の試算を使えばすぐ出る数だと思いますので。  

○大熊委員長  どうでしょうか、認識はしておられるかと思いますが……。  

○佐久間課長  おっしゃるとおりだと思います。ただ、先生のおっしゃったと

おりに、今までも日常生活自立度Ⅱ以上として統計を取り続けてきましたので、

ここを全くなくすというのは難しいと思っております。ですので、新たに別表

で、 65歳以上の人口に係る推計値という形でお出しすることは可能だとは思い
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ます……。  

○永田委員  その統計表をなくす必要はなくて、ステージ、生きていくプロセ

スに沿って、介護保険を申請して、その後、段階別に、これくらいの人が世田

谷におられる。でも、それだけじゃなくて、もっと川上の、元気で、診断を受

けたかなというところから、その介護保険の申請をしたあたりまでの数がどの

くらいいるかは、推計値から、その要介護認定の申請の数をただ引けば、その

前段階の人がある程度概算で分かるはずだから、世田谷区の場合、相当数おら

れる。そここそが今までいろいろ話している、まちの人たちとともに、もっと

理解をし合って、本人もまちの人たちに、いろいろな希望を与えるし、まちも

一緒にやるとか、その大事なボリュームゾーンが、今すっぽりないんですよね。

そこが見えてくると、もっとみんな具体的なアクションが始まるんじゃないか

なと思いました。  

○大熊委員長  それでよろしいですか。  

 この分野については、日本有数の権威がここに２人おられて、初期集中支援

チーム事業というものを、日本にその概念を持ち込んだのが西田淳志さんです

し、それを実践しておられるのが遠矢先生ということなので、そのことにも触

れながら、これをさっとお読みになって、改良するとしたら、どういう点が改

良できるか、または、もうすっかりひっくり返さなきゃ駄目とお思いか、その

辺りをお願いします。  

○西田委員  ありがとうございます。永田先生の今のお話はすごく重要だなと

思いまして、やはり認知症を経験しているけれども、長谷部さんや、さきこさ

んのように、こういう場で貴重な経験をお話ししてくださって、すごくこれか

らの世田谷の在り方についてコミットしてくださっている。こういう先輩たち

に、もっと頼って、認知症があっても幸せに生きていける社会をつくっていく

ということを実現していく必要があるんだろうなと思うんですね。  

 本気でまだ頼っていないというか、そういうところが恐らく課題なんではな

いかと思っています。  

 一方で、長谷川先生のお話の中で、当事者の方の参画をもっと具体的に目標

設定をしたらどうかというお話だったと思いますが、それは非常に重要なこと

ではないかなと思います。  

 今、長谷部さんや、さきこさんに、いつも御協力いただいていますが、長谷

部さんや、さきこさんの姿を見て、私も、世田谷の地域づくりに関与してくだ

さるという方はたくさん出てくるんじゃないかと思いますし、出てくるような

これからの計画にしていく必要があるのではないかなと思っています。  

 ですので、当事者の参画は、あらゆるところにしっかりセットしていくとい

うことですよね。もっと先輩方に頼って、認知症のイメージを変えたり、必要
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な施策の深化を進めていくということが重要ではないかと思います。  

 具体的には、施策の評価とか、サービスの評価とか、いろいろな国でもあら

ゆるところで当事者の方が入って、評価のプロセスをつくっていますよね。初

期集中支援チーム事業の評価は、当事者の方も入って評価している。イギリス

なんかもそうですし、施策の評価についても当事者のグループの方々に、見て、

意見を聞いて、修正していくということが、もう大分ルーティーンになってき

ていますが、もっと積極的に頼らせていただくというのか、力をお借りして、

世田谷の認知症の地域づくりをしていく必要があるだろうと思います。  

 そこがもっともっとクリアに打ち出せると、この計画は、具体的なイメージ

かできてくるのかなと思います。  

 私は、そういったところで、当事者の方の、やはり、参画のところをもっと

具体的に、数値目標なりでもいいと思いますし、つくっていくということと、

あと、例えば３年後、どういう評価軸でこの計画の評価をするのかですね、ア

ウトカムをどうするのかということです。  

 先ほど、例えば、さきこさんが迷惑をかけたくないというお話をしてくださ

いましたが、迷惑を迷惑と思わせないようにしていくにはどうしたらいいのか

というお話もありました。本当にそこは重要なことだと思いますが、例えばそ

のように思わなくても済むような地域に、世田谷区になっていくということ、

例えばそういうところが１つのインジケーターになってもいいかもしれません

し、何に向かって３年間やっていくのか、６年間やっていくのかですね。認知

症施策評価委員会でも、そこのアウトカムを見ながら検討していく必要がある

と思いますので、アウトカム設定も重要だと思います。  

○大熊委員長  先ほど蓮見さんが、数で測らないでほしい、現場の感覚と違う

と。でも、「その認知症サポーター養成講座で何人集まりました、何人オレンジ

リングをもらいました」みたいなことでは、全然この希望条例にそぐわないと

思うんですが、そして今までのお話を伺っていると、これはもう一度か二度、

その締め切りは１月 13日に庁内の政策会議の前にこの会を、集まれる人だけで

もいいんですが、根本的に、これに足すというより、この項目は要らないとい

うような、これはちょっと厚過ぎるということも、みんなが読まない理由にな

っているのに、本当に大切なことに絞っていくとか、少し大手術が必要だと思

うので、もう一、二回部会をやるということに皆様、御賛同いただけますでし

ょうかしら。  

 皆さん、うなずいておられるので、どうでしょうか。  

○佐久間課長  「今後の認知症計画策定スケジュール案」をご覧いただければ

と思いますが、やはり１月上旬までにだいたいの形をつくらなくてはいけない

と考えております。本日、皆様に多くの御意見を伺いましたので、まずは皆様
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の御意向に沿うような形で直していけたらと思っております。例えば長谷川先

生の御意見として、御本人参画を計画の中に入れることについては、実は資料

２の 50ページ、51ページに、「本人交流会の参加実人数」等で行動量を設定して

おります。  

 皆様の御意見を反映できる部分は反映して、１月上旬までに、あと２回部会

を開催するのは、とても、この時期には難しいなと。部会を開催するとしたら、

年明けに１回、１月の上旬までに開催できたらと考えますが、今日いただいた

意見をまとめて、皆さんに打ち返させていただく作業を早急に事務局でやりた

いと考えております。  

○大熊委員長  私も長々厚生労働省のいろいろな委員会に出ていると、「委員長

御一任でいかがですか」と言うと、みんな委員長に反することを言いにくいも

ので、うなずいたりするんですが、私、一任されても非常に心もとないので、

少なくともあと１回はこの顔ぶれで集まれるようにしていただきたいと思いま

す。今ちょうど中澤さん、手を挙げかけたのは何でしょうか。  

○中澤委員  これは実は２回くらい見せていただいているんですが、ちょこち

ょことは変わっているんですが、今日出たみたいに、全体的なところはほとん

ど変わっていないので、今これで皆さんの御意見をお聞きしてと言っても、や

はりここに落とし込んでくると思うんですね。  

 そして、そうじゃないとみんなが言っているのに、そこに落とし込んでこら

れたら、また「違います」になっちゃうと思うんですね。ですから、もう少し

何かみんなで、区と、それからこのメンバー、委員で話し合ってからというこ

とは、やはり必要なんじゃないかと思うんですが、区としては、やはりまとめ

たいので、落とし込むという作業になってくると思います。  

 だから、その落とし込み方が違うんじゃないのと、実は、私たちは何度も言

っているわけですが、そこの話をクリアにしていかないと、ちょっとまずいか

なと思うんですが、いかがでしょうか。  

○大熊委員長  抜本的なことじゃないと、少しずつやっていると、だんだん重

ねていって、また長くなるというのが多いですが、そういう皆さんの御意見を

伺って、手直しして、次の回までに出しますというときの手直しの仕方を、今

日の記録を読んで、それをよく噛みしめつつ、案をつくっていただいて、１月

の早い時期に、また部会をということでいかがでしょうか。  

 これは部長じゃないと駄目かしら。  

○長岡部長  本日いただいた意見を、取りあえずは今年中、 12月中には皆様に

お返ししたいと思います。今日御意見をいただいておりますので、ちょっと根

本的につくり直すということではなく、やはり、こちらで先に、今日お出しし

ております希望計画案を基に、今日いただいた意見を反映したようなものを今
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年中に打ち返して、もし皆さんお時間が合えばというか、皆さん合うのはちょ

っと不可能には近いと思うんですが、１月の上旬に、日にちを設定して、御意

見を再び聞くというような形でもよろしいでしょうか。  

○大熊委員長  でも、根本的には駄目ですがという前提は外していただいて、

かなり根本的に直したものを皆さんに送っていただきたいと思います。  

○パートナー小林氏  すみません、質問なんですけれども。  

○大熊委員長  はい、どうぞ。  

○パートナー小林氏  私、これを頂いたときに、ちょっとよく分からなくて、

この世田谷区認知症とともに生きる希望計画というこの紙は、誰に宛てて、何

の目的でつくっているんでしょうか。  

 先ほど、これを頂いたときは、この会議のためのレジュメであって、これが

外に出るものではないと思って、資料だと思って見ていました。これをもし一

般の人たちが読んだり、理解したり、広めるためにつくられたのだとしたら全

く間違っていると思います。やはり、さっきおっしゃったように、５ページ以

内とか、そういうのでまとめなかったら、誰もほかの人は読まないです。普通

の会社ではそうです。  

 なので、私はこれが何のためにつくられたのか、ちょっと意味が分からない

ので差し控えていたんですが、もし本当にこれをみんなが読んで、広めてほし

いと思っていらっしゃるのであれば、もう１ページとか、２ページとか、３ペ

ージとか、最大で５ページで、平易な言葉で、このように変わっていくんだと

いうことをみんなが感じられることが一番大事、そこだけだと思うんです。  

 今までと違うんだ、これからはこういう目で認知症を見るんだ。一般の人た

ちみんなで感じて、支えて、自分たちのこととして受け止めていこうよという

こととか、認知症の人の意見をいっぱい聞いてやっていこうよとか、こんな誰

が何人いるとか、それはそれで内容としては大事だと思うんですが、表はあま

り要らないかもしれなくて、今これだけの人がいるから、自分のこととして受

け止めましょうとか、そういうレベルだったらいいと思うんですが、何が目的

なのかを考えてつくっていただけたらいいなと。  

 そして、話し合いの資料としてはこれでもいいと思うんです。でも、これは

完成品ではないと思います。その目標が分からないんですが、これの目標って

何なんですかね、誰宛てにつくったものなんですか。  

○佐久間課長  こちらの計画については、条例ができましたので、その条例の

趣旨や目的、理念を広めるため、また、施策を進めるための計画と考えており

ます。  

 ただ、やはり皆さん御意見があったとおり、これ１冊を全部読むというのは

なかなか難しいと考えます。一方で、計画に掲載していないと、何をやるのか
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よく分からないということもありますので、このような形で具体的な政策を書

いております。  

 ただ、今お話のあったように、もう少し分かりやすいもので、通常、計画を

つくりますと、必ず概要版をつくります。それがＡ３判の表裏程度で、もっと

平易な言葉で、このような理念で進めていきます、というものはつくらせてい

ただきますので、そういうものが一般的に普及するのかなとは思います。  

 ただ、具体的にその施策を進める上で、細かいところについて読まなくては

分からないということもございますので、このような希望計画をつくっている

と御承知置きいただければと思います。  

○パートナー小林氏  分かりました。  

○大熊委員長  とても必要なものがある一方、これがあると、かえって邪魔と

か、副作用があるようなものも随分入っているので、削り込むということも考

えていただいたほうがいいと思います。  

 どうぞ、西田さん。  

○西田委員  すみません、ちょっとお伺いしたいんですが、計画は、１月にも

う１回ぐらいこの部会を開催して取りまとめたいという事務局のお話だったん

ですが、先ほどちょっと話にも出ておりましたが、特に重点項目について、ラ

ンニングしながら磨いていくという話、そういう体制がないと、多分これは実

現できないと思うんですが、それについては、この計画の中で、そういうチー

ムの体制とか、推進体制とか、頻度とか、ある程度そういうことは、あえて記

入しないんでしょうか。このまま、よくないシナリオは、認知症施策評価委員

会部会をあと１回やって、終わって、また４月以降に施行されました、認知症

施策評価委員会が年に数回開催されます、終わりました、変わっていませんと

いうような状況になるのが非常に芳しくないと。そういう状況を回避するため

に、この計画の中に、どういう重点項目推進チームを、どういう体制で、いつ

までにつくって、キックオフするのかとか、その辺りの細かいところまでは書

かなくてよいものなのでしょうか。ちょっとその性質が、ここになじまないも

のであれば、そういう理解で終わるんですけれども。  

○佐久間課長  先ほど永田委員からも御意見がありましたので、何らかの形で

お示ししたいとは思っております。  

 また、資料２の 56ページに書いているのですが、この計画の中で全てが決ま

るということではなくて、必要に応じて施策の在り方を見直していくことを書

いていきたいと思います。  

 今、西田委員のおっしゃっていた認知症施策評価委員会についてですが、こ

こはまず施策をやってみてから、認知症施策評価委員会にて御議論いただけれ

ばと考えております。  
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 ですので、委員の皆様に施策を行っていただくということではなくて、この

計画を、区と、認知症在宅生活サポートセンターと、あんしんすこやかセンタ

ーとで推進して、推進状況について認知症施策評価委員会にてお話をし、評価・

検証をしていただいて、御意見を伺うような形で考えております。以上です。  

○長谷川委員  評価検証をするのは、この委員会じゃないかと思ったんですけ

れども。もちろん実務をやっているところも、当然、評価検証をやることを否

定するわけじゃないですよ。そこはやってもらうんですが、実務をやっている

方たちの、そこも含めた、全体の評価検証は、ここでもやるということじゃな

いでしょうか。  

○長岡部長  評価検証はここでやるということになります。この間、いろいろ

意見をいただきましてありがとうございました。課長の佐久間からも若干申し

上げましたが、西田委員からも、その重要項目についてはランニングしながら

ということで、私どもとしても、そういった形で、ローリング、実施しながら

というのは考えています。  

 ただ、申し訳ないのですが、１回計画の形にして出していかなければいけな

いので、それは１月の段階で出します。ただ、今回、今日の部会の初めのほう

で、永田委員から、まずは方針ということで、資料を出していただきまして、

そういったものを明確にしていくことが大事であろうというお話をいただきま

した。それについては、出していただいたものを参考にしながら、何らかの形

で取り込む方向で検討します。  

 それから、今、永田委員、それから西田委員からもありましたが、そういっ

た重点項目、頂いた資料の中では、プロジェクトを４つに分けて表記していた

だいていますが、こういったものも、今回はまだ計画案に入れられませんでし

たが、計画案の中に、このまま全く同じにかということは、条例に基づく認知

症施策評価委員会の位置づけもありますので、ただ、先ほど長谷川先生がおっ

しゃったように、評価検証するものですので、そういった位置づけで入れさせ

てもらうことと、４つのプロジェクトというのは入れていくべきだと思ってい

ますので、それをローリングしながらやっていって、どんな形まで持っていく

か、どういう形で入れられるかは要御相談ということかなと思っています。  

 そして、計画の全体的なものを、もっと簡単なものにというお話をいただき

ましたが、これも課長の佐久間からありましたが、いろいろな数字が入ってい

たり、検討の経緯が入っていたりということもあるのですが、委員の皆様と御

相談しながら、体系、重点項目について、今はこういう形でつくっています。  

 それぞれの中身については、確かにまだ議論が十分ではないので、その点に

ついて、今いただいている御意見もありますし、これから少し整理できるとこ

ろを整理していくということで、また、その方針とか、このイメージ図をこの



33 

 

中に取り込んでいくということが一番大きな話だと思いますので、その辺りは、

また御相談させていただくということでお願いしたいと思います。  

○大熊委員長  誰のためにつくるのかについて、小林さんから出ましたが、何

となく今の様子では、１月 13日の政策会議に出さなきゃいけないからというの

が、本当に区民のためにつくっているのかが、私はちょっと疑問に思ってしま

うので、このスケジュールに縛られて、何でもかんでも盛り込んでというので

はなくて、もう少しすっきりした、これから手直しされる上でも、少し枝葉を

払いつつ、今日のすばらしい御意見をきちんと盛り込んだものを、年内に、そ

してお正月は、コロナの影響で、あまり出歩かないので、皆さんが集まれるん

じゃないかという気もいたします。  

 ということで、これでおしまいじゃないということを確認させていただいて

よろしいですね。  

 それから、認知症施策評価委員会は年２回しか開かれなくて、その間にどん

どん事態は変わっていきますので、この部会は次期にも引き継がれていくよう

に、そして今日たまたま、御欠席の今井さんも御推薦は申し上げているわけで

すので、委員の中に入れて、次の回にはお呼びするようにしていただきたいと

思います。  

○永田委員  多分、従来の条例づくりとか内容からいったら、かなり大きな改

革になると思うんですね。多分区の立場からすると、目標数とか、計画の従来

どおりの形とか、あと保険者機能強化推進交付金ですとか介護保険保険者努力

支援交付金とか、今はすごく国も推し進めている指標を、やはりうまく入れな

いと、区としてもやりにくくなるのは当然だと思いますが、今日議論が出たよ

うな、国の交付金の指標で、これから一番大きくなるのは、既に入り始めた、

施策とかそのプロセスに本人が加わっているのかということが、今、すごく大

きな国の交付金の指標になってきているわけですので、そういう面で、この会

で出た議論の項目をきちんと先取りして入れておかれることは、今後の区とし

ての認知症施策をやっていく上での実質的な成果と同時に、行政としてもすご

くメリットがあることだと思いますので、来月、政策会議に出されるところは、

細かな文章というよりも、これから区としてどこがやはり大事なのかという柱

とか今日の質的な内容も、うまく組み込んでＰＲされて、あとの細かいところ

は、ひと月かけて丁寧に取り組むぐらいな段階的なつくりをしないと、多分第

８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画にどう入れ込むかとかも、すごく

御苦慮をされていると思うんですが、そういう文章的にどう組み立てるかより

も、やはり骨子とか方針を相当練り込まないと、これからを牽引していけない

と思うので、御苦労は多いと思いますが、ぜひここで大事に展開を一緒にやっ

ていただければと、ここにいるみんなは、何も区をいじめようと思ってこれだ
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け御苦労されているわけじゃなくて、できる限りいろいろ、みんな、やれるだ

け一緒に応援とか、やれる範囲のことは、作業も含めてやるつもりで、皆さん、

頑張られると思いますので、大事に時間を使えればなと思っています。  

○大熊委員長  この日曜日、皆さん、もうこの読みにくい計画案を読んでくだ

さったということですので、じゃあ、これは正式に部会はまだ存続していく、

そして、御推薦申し上げた今井さんも入っていただくことは了承ということで

よろしいでしょうか。ここで佐久間さんが「私の希望ファイル」について御説

明したいということがありますので、どうぞ。  

○佐久間課長  ありがとうございます。「私の希望ファイル」につきまして、本

日、案を机上に配付させていただいております。10月１日に条例が施行されて、

まだちょっと「私の希望ファイル」のほうが、取りかかりできない状況でござ

います。  

 ですので、以前から委員の皆様から、やりながらつくり変えていくんだとい

ったお話もありましたので、まだどういうものかをきちっとつくらないでも、

やりながら意見を聞いてやらせていただきたいというようなところで、まずは

10月 27日に開催した条例検討委員会の第２回作業部会でお配りした資料を、今

回お示ししております。  

 できれば、こちらの資料を使いまして、認知症初期集中支援チーム事業であ

ったり、あとは長谷部委員とか、Ｓ・さきこ委員とか、認知症の御本人にも御

協力を得ながら、何らかの形で「私の希望ファイル」を進めたいと思いますの

で、御意見をいただきたいと思います。  

○大熊委員長  では、一番これに関わりの深い西田委員から、御覧になって、

いかがですか。  

○西田委員  ありがとうございます。これをつくっていくプロセスが、計画に

あって、試行錯誤しながらつくっていくことが必要だということは以前から申

し上げているんですが、「私の希望ファイル」が、今、形としてないということ

に、すごく矛盾するんですね。  

 だから、これから一緒につくっていって、できてくるものを指向しているの

に、それが今何もしていないのに、できているだろうというのはおかしいわけ

です。ですから、これからこのようにつくっていく、そういうプロセスを計画

にしっかり書き込むことが必要ではないかと思うんですが、それはいかがでし

ょうか。要するに、何も協働していないのに、こういうものがぽっと出てきて、

これは何だという話になりませんでしょうか。  

○佐久間課長  条例上、「私の希望ファイル」は、条例第２条に「認知症になる

前及びなった後においての生活に係る自らの思い、希望又は意思を繰り返し書

き記す過程及びその文書又は記録」と定めておりまして、また、第５条に「区
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民の参加」として、「区民は、認知症になってからも自分らしくより良く暮らし

ていくための備えとして、私の希望ファイルに係る取組等を行うよう努めるも

のとする。」と定めております。  

 そして、 10月１日に条例が施行されて、それが何もやっていない、これから

計画の下にやっていくという形では、進捗として、やはり少し遅いのではない

かと考えております。  

○西田委員  いいですか、何もやっていないというのは、要は、そのための何

か委員会を開いているわけではないわけですよね、委員会をやるとか、作業部

会をやるとか、それはやっていないんだから、もちろん、ないのは当然じゃな

いかと。そして、それをやっていくこと、一緒につくっていくことが重要なん

ですから、協働を行っていないのに、協働の産物的なものができているという

のはいかがなものかというふうには、私は思いますけれども。  

○大熊委員長  ほかの委員の皆さん、どうでしょうか。  

○長岡部長  では、すみません、私から一言。  

 西田委員のおっしゃることは分かります。ただ、今回は、こういう形で、紙

でつくらせていただいたのですが、この前お話したときは、紙じゃないほうが

いいんじゃないかというお話をいただきまして、こちらとしても、「私の希望フ

ァイル」とはどんなものなのかと、結構いろいろ聞かれているものですから、

それをこれから検討していくとは言っているのですが、この前も申し上げたの

は、例えば、今の段階で、こういう項目を想定していますが、あとはやりなが

ら、そこの部分は整理していきます、バージョンアップしていきますというよ

うな、もしこんな項目を、ということを御提示いただけると、こちらとしては

助かるのですが、いかがでしょうか。  

○西田委員  その項目は、ですから、その人の希望というものを大事にしてい

くというか、そういうものを共有して、実現へ向けていくということですから、

それほど複雑ではないはずなんですね。  

 要は、誰と一緒にそういうことを考えていくのか、どのようにそういうもの

を進めていくのかという仕組みづくりが重要だというお話をずっとここでもし

てきているわけですよ。  

 ですから、その仕組みづくりについて検討する機会を持たないままに、こう

いう紙のものが「私の希望ファイル」として独り歩きするというのは、繰り返

しになりますが、いかがなものかと申し上げているということです。  

 そして、何もしていないというのは、それは何もしていないですよね、だっ

て、そういう機会を持って検討していないわけですから、それは当たり前じゃ

ないかと思いますが。  

○長岡部長  何もしていないというのは失礼な言い方だったので、申し訳なか
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ったので謝ります。  

○西田委員  何もしていないというのは、区として何もしていないということ

です。  

○長岡部長  分かっています。それで、確かにその仕組みのところについては、

今まだ話ができていなくて、今、西田委員から、希望についてお話を伺うとい

うことは分かりました。そして、我々も「私の希望ファイル」だから、希望に

ついて聞くというのは分かるのですが、例えば、以前にシンポジウムの中で、

ほかの方の意見だったかもしれませんが、希望について聞くというのも、いき

なりその希望について、なかなか話をしてくれないものだと。例えば昔、楽し

かったこととか、そういった違うことから入っていって、だんだんその御本人

のやりたいこととか希望の話が聞けるようになるものだというお話もあったよ

うな気がするのですが。  

○西田委員  そういうことを議論するプロセスを、条例の計画なり、条例のア

クションとして持つことの必要性を言っているわけです。ですから、それを誰

かが、私は何かこのように思いつきましたという話とは別の話で、こういう場

で、長谷部さんや、さきこさんの意見も伺いながら、みんなで議論してつくっ

ていくというプロセスが、今まで、ないわけですから、そこをいつやるのです

かという話をいつも言っていて、そこが具体的に、その機会が提案されない中

で、こういうものが出てくるのはいかがなものかと再三申し上げているという

状況です。  

○大熊委員長  確かに、希望計画について検討する部会が今行われているわけ

ですが、そういえば「私の希望ファイル」の検討部会はいまだ存在はしなかっ

た。または、この計画の中に、そういうものをつくりますということを……。  

○永田委員  「私の希望ファイル」プロジェクトがしっかりそのために入って

いるんです。  

○長谷川委員  この「私の希望ファイル」は、区として、今のところは、ちょ

っとでもいいけれども、いつぐらいまでに少し形にできるといいなと考えてら

っしゃいますか。  

○佐久間課長  いつまでにというところについては、やはり、計画の中では３

年かけて、いいものを、やりながらつくっていきましょうというところです。  

○長谷川委員  うん。でも、徐々に変えていくんだけれども、何か発端みたい

なもので、ちょっと見せるものが必要だと思っていらっしゃいますよね。そう

いうものはいつ頃までと考えていらっしゃいますか。  

○佐久間課長  もう今すぐにでも、やはり、条例が出来上がって、「私の希望フ

ァイル」に取り組むこととしておりますので、区としては、何らかの形で、ま

ず取り組んで、その意見をどんどんフィードバックしていくというような形で
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考えております。  

○長谷川委員  そういうことなんですね。じゃあ、区としては、今のところ、

あんまり時間がないということですよね。  

○大熊委員長  つまり、今日の時点でこの（案）を取りたいということでしょ

うか。  

○佐久間課長  いや、あくまでこれは取り組むためのきっかけですので、「私の

希望ファイル」について取組みを始めたいというきっかけでございます。これ

が確定版ということではないです。  

○永田委員  何度も申し上げますが、今までこういう類いのことにいっぱい関

わってきたのですが、それを今始めてみるとおっしゃられたのですが、誰がそ

れを伝えて、そのやってみて配った後に、誰が書くのに一緒に付き合ったり、

あるいは一人で書くかもしれないけれども、書いたのをどうフォローしたり、

集めたり、話し合ったり、その規格がない中で、もう配ろうとされているんで

すか。  

○佐久間課長  まずは、お一人でも、お二人でも、いろんな方を巻き込んでと

いうことではなくて、まずは御本人お一人でもいいですから、どういうものな

のかを試しに始めてみたいと……。  

○永田委員  誰が始めるんですか、区ですか。  

○佐久間課長  そうですね、区で取組みをまずはやってみたいと。  

○永田委員  細かくて、すみません。区でそれを集めて、それを誰がどう検討

して改良するのかとか、そういうものがないと、書いてくれた人に物すごく負

担だけかけて、とてもその区側だけ、区の一部だけで検討するような内容では

ないと思うんです。  

 なぜかというと、今拝見したら、全国的に見ても、もっといいものがいっぱ

いあるのに、何でこのレベルのものが今ぽろっと出てくるのかという、はっき

り言って、とてもレベルは低いものだと思います。本人たちにこれを書けと言

われても、この欄の大きさとか、字が読めるかとか、いろいろなことを、本人

の声を聞かないでつくられていると思うんですよね。  

 ただ１人からでもやってみると言われるけれども、書く本人の方たち、きっ

と一生懸命、何とか協力しようとはされると思うんですが、その前に、こうや

って枠とか何かが出る、ここまでこうやって、もし試行版と言われるなら、普

通どの地域も、３回か４回、やはりもっと本人さんと話し合ってつくられるは

ずだし、多分それをやりたいとおっしゃっているなら、このように試行版をつ

くって、どこでそういうことを改良する、改良チームは誰がやるのか、それを

どのぐらい期間かけて、何人ぐらい、多分、あんしんすこやかセンターさんと

か、いろいろな協力も得ながらになると思うけれども、やはりその全体の仕組
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みがない中で、ぽろっと誰かに書いてもらうというのは、本人さんに、とても

失礼なことだと思います。  

 だから、そういうことをどうしたらいいかというのを、３番目のプロジェク

トで、それは始まれば、そんなにばたばたというよりも、最初にしっかり考え

られれば、展開していくものだと思うので、だから、先ほどもおっしゃったよ

うに、いつまでに、どういうものがあれば、区がやっていますというものを示

せるのかという、多分それは、今日、議論ができなかったプロジェクトの３番

目の、「私の希望ファイル」ということの計画内容が具体化して、「私の希望フ

ァイル」についての書き込みがちょっとでも、１ページでもきちんとできれば、

そのことをお示しするほうが、ずっと価値があるように思います。  

 仕組みがない中で、ぽろっと、実はこれ、ほかのやっている地域が見たら、

「あれっ？」と、かなりがっかりさせるレベルのものだと思いますので、先ほ

ど副区長が言われたように、希望条例、あれだけ期待を集めて、メディアも見

ていて、やっと「私の希望ファイル」が出てきたと思って、これだと、かなり

やばいかなという感じがあると思います。  

 仕組み化を、せっかく計画をつくっているなら、計画をもむ一部として、プ

ロジェクトの「私の希望ファイル」部分をちょっと練り上げて、それをしっか

り紙にして、計画にも入れるし、ほかのところにも共有していくようにして、

組み立てていくといいんではないかなと思いました。  

○大熊委員長  今お話を伺って、最初に出てきた４つのプロジェクトの１つが

「私の希望ファイル」プロジェクトなので、計画に書く、それで、これからや

るんだよということのほうが、これを配って、「えっ、世田谷が？」とかいうふ

うになるよりは安心安全なのではないかと思ったんですが、いかがでしょうか。 

○佐久間課長  では、皆さんから本日の御意見を伺いましたので、これについ

てはまた御相談しながら進めさせていただきたいと思います。  

○大熊委員長  そして、もう１つ、佐久間さんが提案されたいものが残ってお

りますので、どうぞ。  

○佐久間課長  さきの 12月３日に開催した令和２年度第１回認知症施策評価委

員会において、認知症の損害賠償保険について、委員の方より御意見をいただ

いているところですが、やはり施策を推進する上で、御本人様、御家族様から

の御意見も聞かなければなりませんので、本日、その件について御意見を伺い

たいと思いますので、長谷部委員、Ｓ・さきこ委員、パートナーの方々からも

御意見がお聞きできればと思います。  

 以上でございます。  

○大熊委員長  パートナーということで、工藤幸子さん、パートナーとしてま

ず一言。  
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○パートナー工藤氏  もう私、この会議で、この資料をおつくりになるのに、

区の方がどれぐらいの時間をかけられたのかと思って、それに対していろいろ

な意見が出たことで、この後、年末年始どのくらい作業をされるのかと、今、

コロナのこの時代で、できるだけその作業量を減らして自宅でやりましょうみ

たいな話が出ている中で、１月の年明けまでにやるという話を伺って、もう何

か頭がくらくらしてしまって。  

 すみません、保険ですよね。前回のお話の中で、保険を入れてくださるとい

う話は初めて伺って、やはり認知症の父を持つ娘としては、何か問題があった

ときに、事故が起きてしまったときに、その賠償という形で現れるのであれば、

こんな保険があれば本当にありがたいなというのが率直な意見、気持ちだった

んですが、そのときに、この保険を入れると、認知症の人はとても危ない存在

なんだと区民の方に思われてしまう、特に税金を使ってこの保険を入れるわけ

ですから、そういう危険な人のために税金を使うということを、区民の方たち

がどのように受け止めるのかとか、何か鉄道の事故が起きたときに、以前にも

ありましたが、どこに責任の所在があったのかというはっきりした追及がない

ままに保険が支払われるんじゃないかとか、いろいろな問題があるんだよとい

う話を聞きまして、いろいろ考えると、この区の、この保険の内容が、どうい

う事故を起こしたときに、このように払われる、でも、これは対象にならない、

けど、こっちはなりますとかいう詳しい話も伺っていないので、ちょっと、い

いですとも、悪いですとも簡単に言えないんだなと、今日、家で考えておりま

した。  

 でも、長い時間をかけて、その賠償責任について訴訟をする家族の負担のこ

とを考えると、そういう取組みを入れてくださろうとしている区の方の気持ち

は本当にありがたいなとは思います。でも、どちらとも……。  

○大熊委員長  別に区の方がお考えになったんじゃなくて、区議会議員の方が

おっしゃったので、それをしっかり考えないといけないのです。  

○パートナー小林氏  同じような感じを持っているんですが、確かにそういう

保険も必要なのかなという気持ちがないわけではないんです。ただ、今この話

し合いのここに、それが突然出てきて、今決めなきゃいけない、このあまりよ

く分からない状態で決めなきゃいけないことではないんじゃないかな、もうち

ょっといろいろな、例えば区民全体の見守り体制とか、先ほどからお話のあっ

た、それこそスーパーやいろいろなところの人たちがこのように支えるとか、

そういうことのほうが、今は大事で、そうなったときに、その上でこういう保

険があったらいいんじゃないかとかいうように現実的に出てくるほうがいいん

じゃないかなと。  

 あるいは、今あるものじゃなくて、既存のものじゃなくて、考え出してもい
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いんじゃないかなというぐらいの気持ちです。  

 なので、まずは今の世田谷区の在り方をちょっとつくってから、それに沿っ

た保険ができたらすごくいいんじゃないかと思いました。  

 あまり専門じゃないので、それが合っているかどうかも、ちょっと分からな

いんですが、家族としては、実生活に合ったものがあればいいなという気持ち

です。  

○大熊委員長  御本人からは御意見ありますか。今うなずいていらっしゃった

から、それでいいかな。  

○Ｓ・さきこ委員  本人は、この先どのように退化していくか、ちょっと心配

なことは事実ですから、まあ、家族に迷惑がかかり、これ以上負担をかけられ

ないで済む方法があるならば、それは、これから先、自分の記憶が全然なくな

って、ただ迷惑しかかけない状態の、人形と同じになってしまったときに、家

族が少しでも助かるんであればいいかなという気は、私はします。  

○大熊委員長  はい。長谷部さんは、お嬢様の意見と同意とおっしゃったそう

です。  

 では、佐久間さんからは、御本人、御家族に聞いてほしいということでした

が、ほかの皆さんで御意見のおありの方。  

 では、鉄道事故にすごく関わられた永田さん。  

○永田委員  今、全然別件のようで、生命保険の損害や問題がいっぱい起きて

いると思うんですが、その中で、お金をだまし取ったとか、そういう問題もあ

るけれども、今、保険について、根本的にやはり立て直さなきゃ駄目なのが、

脅しの論理というか、「何か事故が起こったとき、どうしますか」とか、まさに

今言われたように「家族に迷惑をかけると悪いから」とか「家族の困らないた

めのギフトを」みたいな、そういう名目で保険商品がいっぱい売られていて、

それは、できるだけのことをした上で、万が一に備えての、それでみんなで支

え合うというような保険の仕組みなわけで、民間企業が保険商品をどんどん開

発して、選択肢が増えるのは、もちろん必要なことだけれども、今の保険とい

う性質上、問題が起きたときにとか、誰かに迷惑をかけると悪いからというと

ころを、しっかりと不安をなくしたりカバーする、その前段階の、事故が起き

る前の体制をどのぐらい行政が組み立ててやっているかということがあって

の、それでも駄目な場合の、万が一の場合に備えてという、施策的には、やる

べきことをやった後の、それでも 100％事故は防げないからという構図の政策的

位置づけだと思うので、世田谷区の場合、さっき小林さんがおっしゃったよう

に、本人が外に出たり、暮らしの中でのそういうことを回避できるための、ど

れくらいのことを実際にやっているか、その上でのものかという、そこのバラ

ンスが取れないと、そこだけを川下対策で、何かが起きた後のところだけを先
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駆けてやるというのは非常に危ない、あと、コストもかけるのもおかしい、今、

まだそういう段階ではないかなと思います。  

 少なくとも世田谷区内で事故が何件ぐらい起きて、その事故というのが、ど

ういう脈絡で、加害なのか、それとも本当に損害を与え、被害側なのかとか、

実際にどのくらいどういうことが起きて、例えば、あんしんすこやかセンター

に何件ぐらいそういう相談が入っているかという実態が分からない中で、なっ

たら困る、危ないという漠然とした、実態も分からないまま、そういうものを

つくったら、不安だけをあおる、非常に問題だというところだけを膨らます、

そういう制度的欠陥をつくってしまうように思います。  

○大熊委員長  誤解なさらないで、区がそれをつくりたいと思っていらっしゃ

るんじゃなくて、区議会の一部の方から言われて、どうしようと、皆さんの御

意見を伺いたいということでした。  

 ほかにいらっしゃいますか。大分時間を過ぎてしまいましたのでそろそろこ

の会を閉じようかと思いますが、よろしいでしょうか、事務局は。  

○佐久間課長  ありがとうございました。それでは、本日いただきました意見

を基に、事務局でまとめまして、また皆様に打ち返させていただきたいと思い

ます。また、１月上旬、日程が合うようでしたら、部会を開かせていただいて、

御意見を伺う予定にしたいと思います。  

○中澤委員  日程が合うようでしたらということですか、日程が合えばという

仮定ですか。  

○佐久間課長  日程が合えばという御意見だったのですが、その全員の日程が

合う日が取れるかどうかというところです。これだけの人数、あとは、本日御

参加いただけなかった今井さんにもお声がけをして、皆さんの御予定が合うか

どうかということもございますので、日程調整をして、一番多く集まれる日で、

委員長と御相談したいと思います。よろしいでしょうか。  

○大熊委員長  一番たくさんの方が参加できる日を選びますということなら、

理解できることでございます。  

○佐久間課長  では、最後に部長から御挨拶をさせていただきます。  

○長岡部長  それでは皆さん、長時間にわたりまして本当にありがとうござい

ました。いろいろな意見をいただきまして、今日の意見をできるだけ反映させ

るということと、今後の段取りについても、また調整しますので、よろしくお

願いしたいと思います。  

 この数日、非常に寒くて、急に真冬になったような状況ですので、世田谷区、

東京もそうですが、新型コロナウイルス感染症の陽性者も大分数が増えてきて

しまって、区としてもいろいろ対応しているところでございます。皆様方も本

当に、新型コロナウイルス感染症に対しても、いろいろな困難な状況等あるか
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と思いますが、本当に体調を崩さずに、年明けにまた、よろしくお願いしたい

と思います。  

 本日は長時間どうもありがとうございました。  

午後８時 43分閉会  


